
近世
・
近
代
の
東
総
に
お
け
る
相
模
大
山
信
仰
参
詣
講
の
再
編
成
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
菅
根
幸
裕
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0相模
大
山
と
は

②
問
題
の
所
在

③
龍
福
寺
奉
納
木
太
刀
と
溝
原
村
石
尊
講

④
御師
増
田
家
史
料
に
み
る
東
総
地
域
の
大
山
信
仰

お
わ
り
に

［論
文
要旨
］

　神
奈
川
県
伊
勢
原
市
の
相
模
大
山
は
、
古
来
関
東
を
中
心
に
多
く
の
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
き
た
。
　
　
　
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
た
。
次
に
、
神
仏
分
離
に
よ
る
信
仰
の
主
体
の
変
化
と
、
参
詣
者
の
対
応

現
在ま
で
、
そ
の
信
仰
の
流
布
に
寄
与
し
た
大
山
御
師
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
田
中
官
二
氏
を
は
じ
　
　
　
を
考
察
す
る
。
す
な
わ
ち
、
木
太
刀
を
奉
納
す
る
対
象
で
あ
っ
た
大
山
不
動
が
排
除
さ
れ
、
阿
夫
利

め多
く
の
業
績
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
世
後
期
、
大
山
不
動
を
中
心
に
し
た
信
仰
が
隆
盛
し
た
過
　
　
　
神
社
へ
と
一
方
的
に
信
仰
の
主
体
が
移
行
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
東
総
地
域
の
人
々
が
い
か
に
反
応

程に
つ
い
て
、
旧
御
師
に
伝
わ
る
台
帳
か
ら
数
的
に
論
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
し
た
か
を
、
大
山
御
師
側
の
史
料
を
中
心
に
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
近
世
中
期
の
段

　本
稿
は
、
こ
う
し
た
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
、
参
詣
者
側
の
史
料
か
ら
、
千
葉
県
の
東
総
地
域
を
モ
　
　
　
階
で
、
東
総
地
域
の
大
山
信
仰
は
、
龍
福
寺
を
中
心
と
し
た
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
世
後

デ
ル
に
、
近
世
・
近
代
に
お
け
る
相
模
大
山
信
仰
の
形
成
と
展
開
を
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
　
　
　
期
に
、
大
山
御
師
増
田
源
之
進
家
が
熱
心
な
檀
那
場
開
拓
を
東
総
地
域
で
展
開
し
た
た
め
に
、
い
わ

方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
海
上
町
龍
福
寺
に
伝
わ
る
、
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
奉
納
の
木
太
刀
の
　
　
　
ゆ
る
大
山
講
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
近
代
以
降
、
大
山
側
が

銘文
及
び
関
連
史
料
を
分
析
し
て
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
大
山
信
仰
圏
と
大
山
講
の
構
造
を
考
察
す
　
　
　
　
神
仏
分
離
を
推
進
し
、
大
山
不
動
の
講
を
神
道
に
基
づ
く
「
敬
神
講
」
に
再
編
成
し
よ
う
と
し
た
が
、

る
。
さ
ら
に
、
こ
の
デ
ー
タ
を
、
参
詣
者
を
宿
泊
さ
せ
た
大
山
御
師
側
の
記
録
と
照
合
す
る
。
こ
の
　
　
　
二
割
程
度
し
か
成
功
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
大
山
信
仰
と
大
原
幽
学
の
性
理
学
と
の
関
係
は
明
確
で

よ
う
に
、
地
域
を
限
定
し
、
信
仰
を
付
与
し
た
側
と
信
仰
を
受
容
し
た
側
の
両
方
の
史
料
を
比
較
検
　
　
　
　
は
な
い
が
、
近
代
以
降
、
神
道
化
し
た
性
理
学
と
、
こ
の
「
敬
神
講
」
の
教
義
が
一
致
し
た
の
か
、

討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
宗
教
者
側
が
信
仰
を
獲
得
す
る
方
法
と
、
参
詣
者
が
信
仰
を
受
容
す
る
基
準
　
　
　
性
理
学
地
域
に
は
「
敬
神
講
」
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

9
9
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0
相
模
大
山
と
は

　

相
模
大
山
は
、
標
高
一
二
五
］
メ
ー
ト
ル
で
、
神
奈
川
県
伊
勢
原
市
に
あ
り
、
古

く
か
ら
大
山
寺
の
不
動
尊
及
び
山
上
の
石
尊
大
権
現
に
、
関
東
一
円
の
信
仰
が
寄
せ

ら
れ
て
き
た
。
そ
の
信
仰
圏
を
示
す
好
史
料
に
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
ま
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

作
成
さ
れ
た
『
開
導
記
』
が
あ
り
、
当
時
、
関
東
六
県
及
び
福
島
県
、
新
潟
県
、
静

岡
県
に
か
け
て
実
に
一
万
五
九
八
一
村
で
九
〇
万
九
七
四
三
軒
も
の
壇
家
が
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
大

山
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
西
垣
晴
次
氏
の
論
考
「
大
山
と
そ
の
信
仰
」
が
詳
し

い

が
、
享
禄
五
年
三
五
三
二
）
の
奥
書
を
持
つ
大
山
寺
の
縁
起
に
は
、
天
平
勝
宝

七

年
（
七
五
五
）
に
良
弁
が
開
い
た
と
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
大
山
の
阿
夫
利
神
社

は
、
十
世
紀
の
『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
、
「
阿
夫
利
神
社
」
の
名
が
見
え
、
大
山
信

仰
の
原
型
は
古
代
に
は
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
鎌
倉
幕
府
の
記
録

『吾
妻

鏡
』
に
は
「
相
模
国
大
山
寺
免
田
五
町
、
畠
八
町
任
先
例
可
引
募
之
田
、
今

日
下
知
給
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
阿
夫
利
神
社
が
、
大
山
寺
と
し
て
寺
領
が
認
め

ら
れ
て
お
り
、
す
で
に
神
仏
習
合
を
経
た
形
態
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
足
利

尊
氏
、
関
東
管
領
や
小
田
原
北
条
氏
の
保
護
を
受
け
た
。
さ
ら
に
、
江
戸
時
代
の
初

め

に
は
、
碩
学
領
五
七
石
が
寄
進
さ
れ
、
ま
た
、
古
義
真
言
宗
の
道
場
と
し
て
復
興

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
中
心
で
あ
る
八
大
坊
に
は
、
慶
長
十
五
年
（
＝
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

一
〇
）
に
寺
領
百
石
が
与
え
ら
れ
た
。
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
の
『
関
東
真
言
宗

　
　
　
　
（
5
）

古
義
本
末
帳
』
に
よ
れ
ば
、
大
山
八
大
坊
は
、
高
野
山
を
本
山
と
し
、
常
法
談
所
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
下
の
供
僧
は
一
一
の
坊
を
支
配
し
、
衆
徒
一
三
人
と
合
わ
せ
て

僧
侶
が
二
五
人
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
こ
の
ほ
か
無
供
の
交
衆
員
数
を
さ
だ
め

ず
」
と
あ
り
、
大
勢
の
修
験
や
御
師
が
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
宝
永
七
年

（
一
七
一
〇
）
三
月
二
十
七
日
、
大
山
を
訪
れ
た
紀
伊
国
出
身
の
六
十
六
部
廻
国
行

者
中
山
作
太
夫
は
、

　
　
同
国
（
相
模
国
）
大
山
ふ
ど
う
ご
ん
げ
ん
様
へ
参
、
御
ち
き
や
う
百
五
十
石
付
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
ふ

も
と
に
千
軒
町
屋
有
、
天
下
ふ
し
ん
所

と
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
、
す
で
に
山
麓
に
多
く
の
人
々
が
在
住
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

　
天
保
十

二
年
（
一
八
四
一
）
に
成
立
し
た
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
で
は
、
頂

上
の

石
尊
社
・
前
不
動
が
信
仰
の
中
核
で
、
別
当
八
大
坊
を
中
心
に
、
供
僧
＝
ヶ

寺
、
燈
明
坊
一
ヶ
寺
、
脇
坊
六
ヶ
寺
、
承
仕
四
ヶ
寺
、
修
験
八
ヶ
寺
、
神
家
八
軒
、

末
寺
一
ヶ
寺
が
あ
り
、
さ
ら
に
一
六
六
軒
も
の
御
師
が
い
た
と
し
て
お
り
、
こ
の
時

期
の
隆
盛
ぶ
り
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
繁
栄
の
基
と
な
っ
た
檀
那
場
の
形
成
に
つ
い

て

は
、
圭
室
文
雄
氏
に
よ
っ
て
分
析
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
圭
室
氏
は
、
高
野
山
高

室

院
の
史
料
か
ら
、
慶
長
年
間
に
、
高
野
山
参
詣
に
際
し
、
大
山
御
師
が
そ
の
檀
那

場
の

檀
家
を
手
引
き
し
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
寺
檀
関
係
が
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

立

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
檀
家
売
買
に
つ
い
て
に
の
史
料
は
寛
文

五
年
（
一
六
六
五
）
八
月
が
初
出
で
、
武
蔵
国
橘
樹
郡
と
都
築
郡
が
対
象
と
な
っ
て

　
（
8
）

い

る
。
ま
た
、
「
檀
那
帳
」
「
檀
廻
帳
」
で
は
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
二
月
に
地
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

相
模
国
を
対
象
と
し
た
も
の
が
一
番
古
い
。
檀
那
帳
の
冊
数
は
、
元
禄
期
・
享
保
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

か

ら
少
し
ず
つ
増
加
し
、
文
化
・
文
政
年
間
に
急
増
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
江
戸
中

期
ま
で
ゆ
っ
く
り
と
大
山
信
仰
が
定
着
し
、
江
戸
後
期
か
ら
急
激
に
信
仰
圏
が
拡
大

し
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
る
。

　
実

は
、
檀
那
帳
の
初
出
で
も
あ
る
延
宝
三
年
に
は
、
十
一
月
に
、
房
総
で
早
く
も

檀
那
場
が
売
買
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は
「
西
上
総
国
峰
下
領
旦
那
場
廿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

村
余
之
所
、
合
而
旦
那
数
四
百
八
拾
八
軒
」
を
二
二
両
で
売
り
渡
し
た
証
文
で
あ
り
、

す
で
に
檀
那
場
が
、
内
房
地
方
南
部
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
同
時
期
に
、
江
戸
湾
を
隔
て
た
相
模
国
三
浦
郡
を
対
象
と
し
た
檀
那
売
買
史
料

や
檀
那
帳
が
伝
来
し
て
お
り
、
大
山
信
仰
が
庶
民
層
に
定
着
し
た
の
は
、
江
戸
湾
を

挟
ん
だ

内
房
と
三
浦
半
島
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
江
戸
の
檀
那
帳
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

宝
暦

十
年
（
一
七
六
〇
）
か
ら
、
下
総
国
は
、
葛
飾
郡
・
印
旛
郡
の
安
永
七
年
二

300
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（
1
3
）

七
七

八
）
、
今
回
対
象
と
す
る
海
上
郡
・
香
取
郡
の
東
総
地
域
と
な
る
と
天
保
三
年

　
　
　
（
1
4
）

（
一
八
三

二
）
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
方
、
房
総
側
の
参
詣
等
の
史
料
と
な
る
と
、
管
見
の
と
こ
ろ
海
上
町
岩
井
の
龍

福
寺
に
奉
納
さ
れ
た
、
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
の
木
太
刀
銘
文
が
最
古
の
も
の

で

あ
る
。
こ
の
木
太
刀
は
全
長
三
メ
ー
ト
ル
七
九
セ
ン
チ
も
あ
り
、
び
っ
し
り
と
大

山
講
員
の
名
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
太
刀
を
題
材
に
考
察
す
る
。

②
問
題
の
所
在

　

相
模
大
山
信
仰
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
そ
の
流
布
に
寄
与
し
た
御
師
の
宗
教
活
動

を
中
心
に
、
現
在
ま
で
に
多
く
の
業
績
が
あ
る
。
ま
ず
田
中
宣
一
氏
は
、
は
や
く
か

ら
御
師
と
檀
家
の
構
造
分
析
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
そ
の
成
果
は
「
相
州
大
山
講
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

御
師
と
檀
家
－
江
戸
末
期
の
檀
廻
と
夏
山
登
拝
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
を
は
じ
め
と
す
る

一
連
の
論
考
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鈴
木
章
生
氏
は
、
歴
史
民
俗
学
的
ア

プ

ロ

ー
チ
か
ら
、
大
山
の
信
仰
圏
は
、
農
耕
守
護
神
及
び
死
霊
鎮
座
・
修
行
霊
場
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

徐
災
招
福
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
と
す
る
論
考
を
著
し
て
お
り
興
味
深
い
。
こ
う

し
た
大
山
に
関
す
る
研
究
業
績
を
集
大
成
し
た
も
の
が
『
論
集
　
大
山
信
仰
』
（
圭

室

文
雄
編
　
雄
山
閣
　
平
成
四
年
）
で
あ
る
。
所
収
論
文
の
ほ
と
ん
ど
が
、
大
山
先

導
師
家
に
伝
来
す
る
史
料
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
近
世
後
期
、
大
山
不
動
を
中

心

に
し
た
信
仰
が
隆
盛
し
た
実
態
を
、
史
料
に
み
る
檀
家
数
の
増
加
か
ら
論
証
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
唯
一
吉
岡
清
司
氏
の
論
考
「
大
山
信
仰
と
納
太

（1
7
）

刀
」
は
、
前
述
し
た
海
上
町
龍
福
寺
の
木
太
刀
の
朱
書
を
中
心
に
、
信
仰
を
受
容
し

た
在
地
か
ら
の
調
査
結
果
が
示
さ
れ
て
い
て
貴
重
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
龍
福
寺
の
木
太
刀
を
さ
ら
に
精
査
し
、
そ
の
結
果
を

て

が
か

り
に
、
東
総
地
域
の
大
山
信
仰
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
、
木
太
刀
に
記
載
さ
れ
た
、
村
名
及
び
人
名
を
図
表
化
し

て

分
析
を
加
え
、
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
当
時
の
信
仰
圏
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
周
辺
の
近
世
史
料
か
ら
大
山
信
仰
に
関
す
る
事
項
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、

実
態
を
よ
り
明
確
に
す
る
。
次
に
大
山
側
の
記
録
、
す
な
わ
ち
東
総
地
域
を
巡
っ
た

大
山
御
師
増
田
源
之
進
家
の
記
録
と
照
合
し
、
分
析
を
加
え
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、

信
仰

を
付
与
す
る
者
と
受
容
す
る
も
の
の
接
点
に
こ
そ
、
信
仰
の
実
態
を
明
ら
か
に

す
る
要
素
が
多
く
含
ま
れ
る
と
す
る
も
の
で
、
両
者
の
史
料
を
比
較
検
討
す
る
こ
と

に
よ
り
、
信
仰
の
形
成
と
展
開
を
明
確
化
で
き
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
次
に
、

神
仏
分
離
以
降
、
大
山
不
動
か
ら
阿
夫
利
神
社
へ
主
体
が
移
行
し
た
後
の
信
仰
の
変

容
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
み
た
い
。

　
一
般
に
、
山
岳
信
仰
は
、
神
仏
分
離
を
中
心
と
す
る
明
治
新
政
府
の
宗
教
政
策
の

為
に
、
衰
微
し
て
い
っ
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
筆
者
が
調
査
し
た
出
羽

三

山
や
下
野
国
石
裂
山
（
鹿
沼
市
）
で
は
、
信
仰
形
態
の
変
容
と
と
も
に
、
信
者
も

減
少
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
宗
教
者
側
は
近
代
化
に
対
応
し
た
形
で
信
仰
を
持
続

し
よ
う
と
い
う
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
。
相
模
大
山
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
実
態
を
大
山
側
の
近
代
史
料
か
ら
分
析
し
て
い
き
た
い
。
特
に
、
「
大
山

敬
慎
講
」
が
形
成
さ
れ
た
後
の
信
仰
の
様
子
を
、
同
地
域
の
大
原
幽
学
創
始
の
性
学

の
動
向
と
関
連
づ
け
て
述
べ
て
み
た
い
。

③
龍
福
寺
奉
納
木
太
刀
と
溝
原
村
石
尊
講

　
（
1
）
滝
不
動
龍
福
寺
と
木
太
刀

　
千
葉
県
海
上
町
岩
井
の
新
義
真
言
宗
智
山
派
龍
福
寺
は
、
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）

弘
法
大
師
が
不
動
明
王
を
刻
み
、
本
尊
と
し
て
安
置
し
た
と
伝
承
さ
れ
る
古
刹
で
あ

る
。
ま
た
、
本
堂
裏
に
あ
る
滝
に
由
来
し
て
滝
不
動
と
も
よ
ば
れ
、
古
来
遠
近
の
信

仰
を
集
め
て
い
た
。
特
に
江
戸
時
代
に
は
、
本
尊
不
動
明
王
が
、
船
が
難
破
し
そ
う

な
時
に
海
中
か
ら
助
け
に
現
れ
て
く
れ
る
と
し
て
、
九
十
九
里
浜
の
漁
師
や
廻
船
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

屋
の

間
で
爆
発
的
な
信
仰
が
寄
せ
ら
れ
た
。
本
堂
に
は
、
こ
う
し
た
不
動
の
霊
験
を

描
く
絵
馬
や
、
善
光
寺
参
詣
記
念
の
奉
納
額
等
が
多
く
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
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に
、
前
述
し
た
木
太
刀
が
梁
の
上
に
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。

　
衆
知
の
よ
う
に
、
江
戸
後
期
、
相
模
大
山
参
詣
時
に
は
、
木
太
刀
を
担
い
で
行
く

風
習
が
あ
り
、
こ
の
太
刀
も
そ
う
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
予
想
さ
れ
て
い
た
が
、

海
上
町
史
の
編
纂
に
あ
た
り
、
梁
か
ら
降
ろ
さ
れ
調
査
が
加
え
ら
れ
た
。
筆
者
も
都

合
五
回
ほ
ど
龍
福
寺
を
訪
れ
調
査
し
た
が
、
こ
の
木
太
刀
は
松
材
で
、
長
さ
は
三
・

九

六

メ
ー
ト
ル
、
身
幅
は
三
二
・
五
セ
ン
チ
、
鏑
造
り
で
樋
が
入
り
、
中
帽
子
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
茎
に
は
目
釘
穴
が
ニ
カ
所
も
あ
り
、
か
つ
て
は
柄
が
存
在
し
、

擦
り
上
げ
が
施
さ
れ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。

　
（
2
）
木
太
刀
の
構
造
と
願
文

　
太

刀
は
、
一
般
に
刃
先
を
向
か
っ
て
右
に
す
る
面
を
表
と
す
る
が
、
表
に
は
、
身

幅
い
っ
ぱ
い
に
不
動
立
像
が
銅
板
で
打
ち
付
け
ら
れ
、
や
は
り
銅
板
で
「
奉
納
石
尊

大
権
現
　
講
中
」
の
文
字
が
う
た
れ
て
い
る
。
ま
た
茎
部
分
に
は
「
会
所
　
溝
原
邑

高
木
忠
助
」
と
朱
書
さ
れ
て
い
る
。
裏
に
は
庵
部
に
「
月
参
大
願
成
就
　
宝
暦
十
三

年
辰
年
六
月
　
初
山
迄
三
年
也
」
と
あ
り
、
鏑
以
下
の
刃
部
に
は
多
く
の
村
名
・
人

名
が
朱
書
さ
れ
て
い
る
。
「
東
京
本
所
　
奇
川
」
と
印
刷
さ
れ
た
千
社
札
が
一
枚
中

程
鍋
部
に
貼
り
付
け
さ
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
こ
の
木
太
刀
は
、
梁
の
上
に
あ
げ

ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
本
堂
の
も
っ
と
下
部
に
奉
納
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。

　
前
述
し
た
と
お
り
、
こ
の
木
太
刀
に
つ
い
て
は
、
海
上
町
史
編
纂
時
の
一
九
八
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

年
に
、
吉
岡
清
司
氏
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
た
論
考
が
あ
る
。
吉
岡
氏
は
、
風
化
の
た

め

消
滅
し
か
け
た
朱
書
を
丹
念
に
調
べ
、
貴
重
な
資
料
を
提
供
し
て
い
る
が
、
残
念

な
こ
と
に
論
考
で
は
、
村
名
の
み
が
列
記
さ
れ
、
現
海
上
町
内
の
人
名
し
か
紹
介
さ

れ
て

い

な
い
。
「
町
史
研
究
」
と
い
う
性
格
上
こ
れ
は
や
む
を
得
な
か
っ
た
も
の
と

思

わ
れ
る
。
一
九
九
七
年
か
ら
一
九
九
八
年
に
か
け
て
筆
者
は
、
龍
福
寺
の
協
力
を

得

て
、
赤
外
線
等
も
使
用
し
な
が
ら
こ
の
木
太
刀
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
吉

岡
氏
の
論
考
を
基
と
し
な
が
ら
、
木
太
刀
銘
文
の
分
析
を
試
み
た
い
。

　
ま
ず
、
「
月
参
大
願
成
就
　
宝
暦
十
三
年
辰
年
六
月
　
初
山
迄
三
年
也
」
と
い
う

願
文
は
、
吉
岡
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
当
時
、

そ
れ
ま
で
の
三
年
間
龍
福
寺
に
月
参
り
を
し
て
、
初
め
て
大
山
に
登
る
こ
と
が
で
き

た
事
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
木
太
刀
を
大
山
ま
で
担
い
で
い
き
、
持
ち
帰
っ

た
も
の
を
奉
納
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
会
所
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
近
世
以
降

東
総
地
域
に
檀
那
場
を
持
っ
て
い
た
大
山
御
師
増
田
源
之
進
家
に
伝
わ
る
「
新
生
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

飯
沼
村
御
陳
中
軒
別
手
控
」
に
は
、
「
会
所
」
が
人
名
と
同
列
に
列
記
さ
れ
て
い
る
。

木
太
刀
裏
の
願
主
の
連
名
の
中
に
は
表
に
あ
る
高
木
忠
助
の
名
前
は
な
い
こ
と
か
ら
、

お
そ
ら
く
、
「
会
所
」
は
、
役
元
も
し
く
は
講
元
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

会
所
が
当
番
制
か
世
襲
的
な
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
当
時
こ
の

石
尊
講
が
、
溝
原
村
を
中
心
に
組
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
（
3
）
朱
書
さ
れ
た
村
名
・
人
名
に
つ
い
て

　
木
太
刀
の
裏
に
朱
書
さ
れ
た
多
数
の
村
名
・
人
名
は
次
の
（
史
料
1
）
の
通
り
で

あ
る
。
番
号
は
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

（史
料
1
）

　
　
　
　
　
　

願
主

連
名

1234567810　9

古
内
村

宮
前
村

長
部
村

関
戸
村

諸
徳
寺
村

　
同
　
村

新
　
町

　
同
　
町

琴
田
村

酒
屋
佐
平
次

惣
之
丞

勘
左
衛
門

高
木
勘
兵
衛

酒
屋
利
左
衛
門

石
毛
弥
惣
次

惣
　
介

武
藤
飴
八
郎

石
塚
佐
七
郎

吉
兵
衛
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37　36　35　34　33　32　31　30　29　28　27　26　　25　24　23　22　21　20　　19　　18　　17　　16　　15　　14　　13　　12　　11

神桜　　　　 萬船大八青粟小夏幾松　清　岩大見仁後　成大
田井〃〃ク〃歳戸久重馬野南目世ケ〃瀧〃井間廣玉草〃田田
村村　　　　 村村保穂村村村村村谷　村　村手村村村　 村袋
　　　　　　　　村村　　　　　村

源
四

郎

総
右
衛
門

水
野
治
郎
左
衛
門

嘉
兵
衛

　
　
カ
　

加
藤
惣
七

甚
左
衛
門

壇
上
彦
左
衛
門

弥
兵
衛

伝
右
衛
門

飯
田
兵
右
衛
門

忠
兵
衛

口
口
伊
兵
衛

口
口
口
口
口

口
口
次
郎
兵
衛

口
口
市
兵
衛

口
口
左
兵
衛

彌
左
衛
門

作
兵
衛

堀
口
弥
兵
衛

酒
屋
茂
右
衛
門

花
香
弥
口
口
口

太
口
口
口

治
口
口
口
口
口

平
口
口
口
口
口

多
　
助

石
井
口
口
口
口

菅
谷
口
口
口
口

64　63　62　61　60　　59　　58　　57　56　55　54　53　　52　51　50　49　48　47　46　45　44　43　42　41　40　　39　38

万新長桐　　　府長　田河阿
力里部谷〃〃〃萬部〃部上玉
村村村村　　　　 村村　　村村村

　笹府高清久貝小萬久五阿稲和
〃川馬部瀧保塚貝歳保郷玉荷田
　　村村村野村野村村内村入村
　　　　　　谷　　村　　　村

渡
辺
八
右
衛
門

菅
谷
口
口
口
口

治
右
衛
門

儀
左
衛
門

忠
左
衛
門

吉
兵
衛

与
兵
衛

甚
口
口
口
口

忠
左
衛
門

儀
左
衛
門

新
左
衛
門

仁
右
衛
門

七

郎
兵
衛

栄
屋
平
七

武
左
衛
門

右
馬
之
助

惣
左
衛
門

林
　
蔵

伊
兵
衛

武
右
衛
門

勘
蔵

新
八

忠
兵
衛

長
右
衛
門

庄
右
衛
門

元
右
衛
門

伊
左
衛
門
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73　　72　　71　70　　69　　68　　67　　66　65

鏑
木
村

堀
之
内
村

松
沢
村

高
生
村

小
堀
村

上
総
口

田
村

新
口
口

小
見
村

井
戸
野
村

月
参
講
中
参
詣
人
数

89　　88　　87　　86　　85　　84　　83　　82　　81　　80　　79　　78　　77　　76　　75　　74

関
戸
村

琴

田
村

古
内
村

溝
原
村

稲
荷
入
村

岩
井
村

幾
世
村

高
部
村

阿
玉
村

清
瀧
村

川
上
村

浅
田
村

江

ケ
崎
村

夏
目
村

　
〃

溝
原
村

口
口
衛
門

恭
　
平

嘉
　
平

浄
口
院

円
口
寺

口
口
衛
門

九

口
口
口

口
口
口
口

甚
左
衛
門

巳
六
月
初
山

忠
四
郎

口
口
口
口

庄
蔵

与
平
次

重
左
衛
門

弥
平

宗
五
郎

儀
左
衛
門

宇
兵
衛

五
右
衛
門

傳
二
郎

長
十
郎

忠
右
衛
門

藤
左
衛
門

長
右
衛
門

常
光
寺

108　107　106　105　104　103　102　10ユ　100　99　　98　　97　　96　95　94　　93　　92　　91　90

小
堀
村

諸
徳
持
村

府
馬
村

長
部
村

宮
前
村

小
見
村

稲
荷
入

万
歳
村

　
〃

和
田
村

浅
田
村

久
保
村

琴
田
村

古
内
村

小
見
村

松
沢
村

小
堀
村

田
部
村

浅
田
村

珊
　
府
馬
村

田
　
桜
井
村

m
　
夏
目
村

皿
　
新
町
村

田
　
長
岡
村

田
　
神
田
村

圭
目

ム
ロ

β

こ
｛
・
γ
主
日
ハ

庄
治
郎

利
左
衛
門

吉
左
衛
門

善
十
郎

甚
左
衛
門

正
左
衛
門

円
正
院

長
右
衛
門

安
口
口
口

源
太
郎

七
兵
衛

兵
右
衛
門

甚
口
口
口

清
右
衛
門

口
口
口
口

権
四
郎

伊
右
衛
門

庄
介

宝
暦
十
三
未
歳
十
月
参

　
吉
兵
衛

　
忠
兵
衛

宝
暦
十
二
歳
六
月
参

　
甚
右
衛
門

　
七

郎
兵
衛

　
忠
左
衛
門

　
林
　
蔵
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120 119　　118　　117　　116　　115

八
重
穂
村

松
沢
村

入
野
村

大
久
保
村

小
見
村

小
堀
村

139 138　　137　　136　　135　　134　　133　　132　　131　　130

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溝

129128127126125124123122121原
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　願

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王

庄
兵
衛

権
兵
衛

徳
左
衛
門

市
兵
衛

常
光
寺

明
泉
寺

菅
谷
儀
兵
衛

鈴
木
平
七
郎

鈴
木
七
右
衛
門

鈴
木
徳
右
衛
門

高
根
太
七

　
　
カ
ザ

大
添
安
介

高
木
万
蔵

菅
谷
喜
七
郎

菅
谷
和
五
郎

菅
谷
重
五
郎

菅
谷
重
蔵

菅
谷
弥
四
郎

渡
邊
仙
蔵

渡
邊
和
惣
兵
衛

寺
嶋
太
兵
衛

菅
谷
忠
之
介

菅
谷
喜
兵
衛

166 165　　164　　163　　162　　161　　160　　159　　158　　157　　156　　155　　154　　153　　152　　151　　150　　149　　148　　147　　146　　145　　144　　143　　142　　141　　140

渡
邊
長
兵
衛

高
木
長
五
郎

高
木
治
郎
右
衛
門

大
添
忠
四
郎

寺
嶋
藤
三
郎

高
木
長
左
衛
門

大
根
平
蔵

高
木
市
三
郎

高
木
惣
四
郎

高
木
佐
平
次

高
木
宇
八
郎

鈴
木
利
右
衛
門

鈴
木
利
左
衛
門

鈴
木
伊
兵
衛

鈴
木
縫
右
衛
門

大
根
庄
介

大
根
伊
介

高
木
嘉
兵
衛

高
木
吉
右
衛
門

高
木
嘉
右
衛
門

口
口
口
兵
衛

渡
邊
重
左
衛
門

渡
邊
口
右
衛
門

高
木
惣
左
衛
門

寺
嶋
権
四
郎

高
木
口
口
郎

菅
谷
宇
左
衛
門
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大
山
御
太
刀
奉
納
同
行
連
名
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溝
原
村

岩
井
村

清
瀧
村

夏
目
村

口
口
［
］

口
口
口

神
田
村

松
ケ
谷
村

口
口
口
口

口
口
口
口

江

ケ
崎
村

阿
玉
村

関
戸
村

口
口
口

小
貝
野
村

新
町
村

長
岡
村

宿
主

明
泉
寺

治
兵
衛

口
口
口
口

茂
口
口
口

万
口
口
口

口
口
口
吉

口
口
衛
門

三

郎
左
衛
門

口
口
口
口

嘉
右
衛
門

口
口
口
口

口
蔵

源
兵
衛

口
口
口
口

万
右
衛
門

五
口
口
口

口
口
口
口

清
蔵

口
口
治
郎

口
口
口
口

口
口
口
口

口
口
口
口

口
口
口
口

口
口
口
口

口
口
口
口

口
口
口
口

　
　
鵬
　
大
寺
村
　
　
　
　
口
兵
衛

　
　
脳
　
小
堀
村
　
　
　
　
源
右
衛
門

　
　
既
　
古
内
村
　
　
　
　
口
口
口
口

　
　
㎜
～
鵬
　
以
下
1
0
名
村
名
人
名
不
明

　
こ
れ
は
太
刀
の
記
載
順
に
列
記
し
た
も
の
で
、
合
計
五
七
ヶ
村
、
二
〇
五
名
を
数

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
吉
岡
氏
は
前
述
の
論
文
で
四
七
ヶ
村
、
一
九
七
名
を
あ
げ
て

い

る
。
そ
の
内
訳
は
、
「
願
主
連
名
」
と
し
て
六
六
名
、
「
月
参
講
中
参
詣
人
数
　
巳

六
月
初
山
」
（
以
下
「
月
参
参
詣
」
）
と
し
て
九
三
名
、
「
大
山
御
太
刀
奉
納
同
行
連

名
」
（
以
下
「
太
刀
同
行
」
）
と
し
て
三
八
名
を
あ
げ
て
い
る
。
今
回
調
査
し
た
結
果

「
願
主

連
名
」
は
七
三
名
、
「
月
参
講
中
参
詣
」
が
四
七
名
、
そ
の
次
に
「
溝
原
村
願

主
」
が
書
か
れ
て
お
り
四
六
名
が
列
記
さ
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
吉
岡
氏
は
こ
れ
を

「月
参
講
中
参
詣
」
の
中
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
太
刀
奉
納
同
行
」

は
三
九
名
で
あ
る
。
実
は
太
刀
の
茎
近
く
か
ら
、
「
願
主
連
名
」
「
月
参
参
詣
」
「
溝

原
村
願
主
」
「
太
刀
同
行
」
と
刃
先
に
向
か
う
に
従
い
字
が
か
す
れ
て
見
え
な
く
な

る
。
お
そ
ら
く
「
太
刀
同
行
」
は
ま
だ
何
名
か
書
か
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
赤

外
線
フ

イ
ル
ム
で
も
こ
れ
が
限
界
で
あ
っ
た
。
今
回
一
二
ヶ
村
が
新
た
に
判
明
で
き

た
が
逆
に
、
吉
岡
氏
が
あ
げ
て
い
る
宮
本
村
と
平
山
村
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。

　
こ
れ
ら
、
村
名
を
五
十
音
順
に
並
べ
た
の
が
表
1
で
あ
る
。
上
総
国
の
一
村
は
字

が
判
読
で
き
な
い
の
で
最
後
に
入
れ
た
。
「
願
主
連
名
」
の
七
三
名
と
「
溝
原
村
願

主
」
の
四
六
名
は
、
い
わ
ゆ
る
ス
ポ
ン
サ
ー
で
、
大
山
講
を
構
成
し
な
が
ら
実
際
に

は
参
詣
し
な
か
っ
た
者
で
あ
ろ
う
。
「
月
参
講
中
」
こ
と
「
月
参
講
中
参
詣
人
数

巳
六
月
初
山
」
の
四
七
名
は
、
こ
の
講
の
中
心
で
、
龍
福
寺
に
三
年
間
月
参
り
し
て

初
め
て
参
詣
す
る
こ
と
が
で
き
た
者
を
示
す
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
が
正
式
の
代
参
メ

ン
バ
ー
で
、
「
大
山
御
太
刀
同
行
」
の
三
九
名
は
、
こ
の
メ
ン
バ
ー
で
は
な
い
が
同

行
し
た
者
で
あ
ろ
う
。

　
「
月
参
講
中
」
の
中
で
　
㎜
番
の
浅
田
村
の
庄
介
は
同
年
十
月
に
、
皿
番
の
桜
井
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表1　龍福寺木太刀に書かれた村名と連名種別

村　名
願主
連名

月参講中
（巳6月初山）

溝原村
願主

大山御太
刀同行

合計 備　考

1 阿玉村 小見川町 2 1 0 1 4

2 久保村 小見川町 1 1 0 0 2

3 青馬村 東庄町 0 1 0 0 1

4 粟野村 東庄町 1 0 0 0 1

5 稲荷入 東庄町 1 2 0 0 3

6 大久保村 東庄町 1 1 0 0 2

7 貝塚村 東庄町 1 0 0 0 1

8 神田村 東庄町 1 1 0 1 3

9 小貝野村 東庄町 1 0 0 1 2

10 五郷内村 東庄町 1 0 0 0 1

11 小南村 東庄町 1 0 0 0 1

12 笹川村 東庄町 2 0 0 0 2

13 高部村 東庄町 1 1 0 0 2

14 夏目村 東庄町 1 3 0 1 5

15 舟戸村 東庄町 1 0 0 0 1

16 八重穂村 東庄町 1 1 0 0 2

17 和田村 東庄町 1 1 0 0 2

18 入野村 干潟町 1 0 0 0 1

19 鏑木村 干潟町 1 0 0 0 1

20 桜井村 干潟町 1 1 0 0 2

21 諸徳寺村 干潟町 2 1 0 0 3

22 関戸村 干潟町 1 1 0 1 3

23 長部村 干潟町 3 1 0 0 4

24 松沢村 干潟町 1 2 0 0 3

25 万力村 干潟町 1 0 0 0 1

26 万才（歳）村 干潟町 6 2 0 0 8 円正院

27 溝原村 干潟町 0 2 46 8 56 常光寺・明泉寺

28 小見村 山田町 1 3 0 0 4

29 川上村 山田町 1 1 0 0 2

30 桐谷村 山田町 1 0 0 0 1

31 田部村 山田町 2 1 0 0 3

32 長岡村 山田町 0 1 0 1 2

33 新里村 山田町 1 0 0 0 1

34 府馬村 山田町 1 2 0 0 3

35 古内村 山田町 1 1 0 1 3

36 宮前村 山田町 1 1 0 0 2

37 井戸野村 旭市 1 0 0 0 1

38 江ケ崎 旭市 0 1 0 1 2

39 大田村 旭市 1 0 0 0 1

40 新町村 旭市 1 1 0 1 3

41 成田村 旭市 1 0 0 0 1

42 仁玉村 旭市 1 0 0 0 1

43 後草村 海上町 1 0 0 0 1

44 幾世村 海上町 1 1 0 0 1

45 岩井村 海上町 2 2 0 3 7

46 大間手村 海上町 1 0 0 0 1

47 清瀧村 海上町 3 1 0 1 4

48 琴田村 海上町 0 2 0 0 2

49 高生村 海上町 1 0 0 0 1 浄口院

50 松ケ谷村 海上町 1 0 0 1 2

51 見広村 海上町 1 0 0 0 1

52 大寺村 八日市場市 0 0 0 1 1

53 堀之内村 八日市場市 1 0 0 0 1

54 浅田村 ？ 0 3 0 0 3

55 小堀村 ？ 1 3 0 1 5 円口寺

56 上総？村 ？ 1 0 0 0 1

合計 63 47 46 24 180
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村
の
忠
兵
衛
は
前
年
の
六
月
に
大
山
参
詣
を
し
て
い
る
こ
と
が
、
墨
書
で
追
記
さ
れ

て

い

る
。
こ
れ
は
、
こ
の
時
の
代
参
と
は
別
に
、
改
め
て
他
の
講
中
で
参
詣
し
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
表
1
の
項
目
と
地
名
を
比
較
す
る
と
、
各
村
に
一
～
三
名
ず
つ
散
ら
ば
っ
て
お
り
、

村
で
か
た
ま
っ
て
願
主
に
な
っ
た
り
代
参
者
を
出
し
た
所
は
溝
原
村
を
抜
か
し
て
一

村
も
な
い
。
例
え
ば
3
番
の
青
馬
村
は
、
「
月
参
講
中
」
す
な
わ
ち
月
参
り
を
し
て

初

山
と
し
て
代
参
す
る
者
が
一
名
、
同
行
す
る
も
の
が
一
名
で
あ
る
。
5
4
番
の
浅
田

村
は
「
月
参
講
中
」
だ
け
が
三
名
、
1
2
番
の
笹
川
村
は
願
主
の
み
二
名
で
あ
る
。

　
何
と
い
っ
て
も
溝
原
村
の
五
六
名
が
目
を
引
く
。
実
は
同
村
の
明
細
帳
で
は
寛
政

十
年
（
一
七
九
八
）
で
家
数
三
三
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
で
は
四
五
と
な
っ
て

　
（
2
1
）

い

る
。
全
村
で
講
中
に
参
加
し
て
い
る
も
の
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
が
、
一
軒
で
複

数
の
願
主

も
し
く
は
参
詣
者
を
だ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
願
主
連
名
」
以
下

の
項

目
に
重
複
す
る
人
名
は
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
ス
ポ
ン
サ
ー
と
し
て
の
願

主

が
実
際
に
月
参
り
を
し
て
大
山
登
拝
を
試
み
る
こ
と
は
、
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
溝
原
村
の
常
光
寺
と
明
泉
寺
だ
け
は
、
「
溝
原
村
願
主
」
に
名
を
連

ね

な
が
ら
、
常
光
寺
は
「
月
参
講
中
」
と
し
て
、
明
泉
寺
は
「
太
刀
同
行
」
と
し
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龍福寺木太刀に朱書きされた地名図1

て

大
山
に
代
参
し
て
い
る
。
一
般
に
宗
判
寺
院
は
、
真
言
宗
系
で
あ

れ
ば

高
野
山
参
詣
と
か
日
蓮
宗
な
ら
ば
身
延
山
参
詣
と
か
、
そ
の
寺

院
の
属
す

る
宗
派
に
関
与
す
る
目
的
地
に
対
し
て
、
檀
家
組
織
を
申

心

と
し
て
参
詣
を
企
画
す
る
場
合
が
多
い
。
真
言
宗
の
両
寺
院
は
、

溝
原
村
の
願
主
と
し
て
最
初
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
初

か

ら
こ
の
石
尊
講
の
中
心
と
な
る
構
成
員
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
こ
の
木
太
刀
は
、
溝
原
村
の
石
尊
講
に
近
隣
の

村
々
が
加
わ
っ
て
い
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
モ
ノ
マ
イ

リ
」
と
し
て
、
道
中
安
全
を
、
龍
福
寺
に
祈
願
し
、
そ
の
成
就
を
感

謝
し
て
奉
納
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

　
図
1
は
、
表
1
で
出
て
き
た
村
名
を
現
行
市
町
村
の
境
界
線
を
入

れ

た
地
図
に
お
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
干
潟
町
に
あ
る
溝
原
村

付
近
に
密
集
し
て
い
る
も
の
の
、
旭
市
・
八
日
市
場
市
の
も
散
在
し

て

い

る
。
よ
っ
て
こ
の
村
々
が
、
講
と
し
て
結
成
さ
れ
た
要
因
が
問

題
で
あ
る
。

　
ま
た
、
（
史
料
1
）
で
わ
か
る
と
お
り
、
女
性
は
一
名
も
参
加
し

て

い

な
い
。
房
総
の
他
の
地
域
で
は
、
近
世
の
段
階
で
、
女
性
が
通

過
儀
礼
的
に
参
加
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
東
総
で
は
触
稜
の
観

念
が
強
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
4
）
東
総
地
域
の
大
山
参
詣
史
料

　
さ
て
、
次
に
、
こ
の
木
太
刀
の
示
す
内
容
を
補
足
す
る
地
元
の
史

料
か

ら
、
当
時
の
大
山
信
仰
の
実
態
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

す
る
。
し
か
し
、
大
山
の
講
中
記
録
は
、
東
総
地
域
に
は
一
点
も
伝

来
せ
ず
、
や
む
な
く
地
方
史
料
の
日
記
等
を
し
ら
み
つ
ぶ
し
に
あ
た

り
、
大
山
講
に
関
す
る
記
述
を
探
索
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
う
し
た
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（
2
2
）

調
査
で

唯
一
発
見
で
き
た
の
が
、
次
の
（
史
料
2
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
米
込
村
（
干

潟
町
）
の
名
主
杉
崎
家
に
伝
来
す
る
も
の
で
「
天
保
十
五
年
　
日
記
帳
　
杉
崎
氏
」

と
表
題
の
あ
る
年
中
行
事
記
録
で
あ
る
。
そ
の
七
月
の
部
分
に
以
下
の
記
事
が
あ
る
。

（史
料
2
）

　
　
（
七
月
）

　
八
日

　
九
日

　
十
日

十
一
日

十

二
日

十
三
日

十
四
日

十
五
日

十
六
日

十
七
日

十
八
日

十
九
日

　
廿
日

廿
一
日

廿

二
日

天
気
　
　
大
山
石
尊
大
権
現
参
詣
立
、
大
和
田
泊
リ

天
気
　
　
江
戸

天
気
　
　
長
後
追
分
泊
リ

天

気
　
　
大
山
源
之
進
行
　
大
山
渡
御

　
御
山
仕
舞
、
田
村
迄
下
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
戸
力
）

天
気

天
気

天
気

雨
ふ
り

雨天
気

霧
ふ
り

雨
ふ
り

雨
ふ
り

天
気

　
極
め

て
簡
単
な
紀
行
文
で
あ
る
。

道
を
上
り
、
一
気
に
大
和
田
宿

入
り
、
十
日
は
長
後
追
分

先
導
で
、
大
山
を
登
拝
し
、

市
）
ま
で
降
り
て
く
る
。

中
で
は
十
塚
、
横
浜
市
）

江

ノ
嶋
鎌
倉
通
リ
、
夫
よ
り
十
塚
迄
来
泊

江
戸
迄
来

同
所
　
泊
リ

ク
　
　
白
リ

　
　
、
Y

臼
井
泊

加
茂
泊
リ
　
大
嵐

目
出
度
帰
村

休
　
夜
よ
り
大
会

　
マ
マ
　

御
座
あ
み

ハ
マ
マ
ザ

御
座
あ
み

町
田
惣
堀
ふ
し
ん

　
　
　
　
ま
ず
、
七
月
八
日
に
米
込
村
を
出
発
し
、
佐
倉

　
　

（八
千
代
市
）
ま
で
到
達
す
る
。
翌
九
日
は
江
戸
に

（大
和
市
）
泊
り
、
十
一
日
に
は
御
師
増
田
源
之
進
方
の

　

大

山
に
は
泊
ま
ら
ず
相
模
川
西
岸
の
田
村
渡
（
平
塚

十
二
日
は
、
江
ノ
島
と
鎌
倉
を
経
て
東
海
道
戸
塚
宿
（
文

に
泊
ま
り
、
十
三
日
か
ら
十
五
日
ま
で
江
戸
に
留
ま
っ
て

い

る
。
十
六
日
に
は
臼
井
宿
（
佐
倉
市
）
に
宿
泊
す
る
。
翌
十
七
B
は
加
茂
村
（
芝

山
町
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
宿
場
で
も
な
く
、
大
嵐
の
た
め
に
や
む
を
え
ず

一
宿
を
農
家
に
頼
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
十
八
日
に
「
目
出
度
帰
村
」
と
な
り
、
九

泊
十
日
の
参
詣
が
終
了
す
る
。
翌
十
九
日
は
旅
の
疲
れ
を
と
る
た
め
一
日
休
み
、
二

十
日
と
二
十
一
日
は
雨
天
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
、
莫
産
編
み
に
終
始
し
て
い

る
。
十
九
日
の
夜
分
に
「
大
会
」
と
あ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
砂
払
い
」
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
参
詣
は
、
経
路
や
日
数
は
一
般
的
な
も
の
の
、
際
だ
っ
た
特
徴
と
し
て
、
本

来
の
目
的
で
あ
る
大
山
参
詣
が
日
帰
り
で
済
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

通
常
、
御
師
方
に
宿
泊
す
る
「
坊
入
」
が
こ
の
参
詣
の
主
目
的
で
あ
り
、
二
～
三
日

か

け
て
大
山
不
動
へ
木
太
刀
を
納
め
、
山
頂
の
石
尊
権
現
を
参
拝
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
な
行
事
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
御
師
で
あ
る
源
之

進

は
先
導
の
み
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
江
戸
に
は
三
日
も
逗
留
し
て
い
る
。

　
筆
者
は
か
つ
て
、
上
総
国
夷
隅
郡
作
田
村
（
夷
隅
町
）
の
吉
原
家
に
伝
わ
る
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

冊
の
参
詣
記
録
を
分
析
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
作
成
さ
れ
た
時
期
は
、
こ
の

米
込
村
の
記
録
と
同
じ
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
か
ら
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に

か

け
て
で
あ
る
。
参
詣
日
数
も
一
〇
～
一
二
日
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
り
、
経
路
も
相
違

が

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
一
一
冊
全
て
に
「
坊
入
」
の
記
述
が
あ
り
、
御
師
方
で
参

詣
者

は
、
一
人
金
一
分
の
宿
泊
料
の
ほ
か
、
御
師
の
内
室
・
子
供
か
ら
使
用
人
ま
で

祝
儀
を
渡
し
、
ま
た
初
穂
も
納
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
御
師
の
先
導
で
二
泊
三
日
か

け
て
登
拝
し
て
い
る
。
江
戸
に
も
浅
草
観
音
参
詣
等
の
目
的
で
、
二
日
程
逗
留
し
て

い

る
が
、
「
坊
入
」
を
簡
略
し
て
い
る
事
例
は
な
い
。
米
込
村
が
、
「
坊
入
」
を
省
略

し
た
本
末
転
倒
と
も
い
え
る
大
山
参
詣
を
行
っ
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

④
御
師
増
田
家
史
料
に
み
る
東
総
地
域
の
大
山
信
仰

（
1
）
『
開
導
記
』
に
み
る
東
総
大
山
信
仰

次

に
、
東
総
地
域
を
訪
れ
た
大
山
御
師
側
の
史
料
を
分
析
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
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明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
の
檀
那
場
一
覧
で
あ
る
『
開
導
記
』
に
は
、
東
総
地
域

に
つ
い
て
以
下
の
と
お
り
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
香
取
郡
を
檀
那
場
に
す
る
先
導

（2
4
）

師
は
九
名
で
、
檀
那
場
と
し
て
記
載
さ
れ
た
町
村
数
は
二
六
四
、
明
治
十
四
年
二

八
八

こ

に
内
務
省
地
理
局
が
出
版
し
た
『
郡
区
町
村
一
覧
』
で
は
町
村
数
が
二
七

三

と
な
っ
て
い
る
か
ら
約
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
町
村
に
参
詣
講
が
あ
っ
た
と
い
う
も

の

で

あ
る
。
同
様
に
海
上
郡
は
御
師
は
二
名
で
、
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
町
村
に
講
が

あ
り
、
匝
瑳
郡
は
御
師
が
三
名
で
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
町
村
に
講
が
あ
る
と
算
出
し

　
　
（
2
5
）

て

い

る
。
よ
っ
て
、
三
郡
全
体
で
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
町
や
村
に
、
大
山
講
の

檀

那
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
割
合
は
、
関
東
で
は
ほ
ぼ
均
一
の
数
値
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
『
開
導
記
』
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
神
仏
分
離
を
経
た
後
の
統
計
で
あ
る
こ
と
、
中
に
は

明
治
十
六
年
の
段
階
で
は
実
際
に
檀
家
と
の
交
流
は
な
く
て
も
、
江
戸
時
代
の
檀
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

数

を
そ
の
ま
ま
書
い
て
あ
る
場
合
も
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
筆
者
も

『
開
導
記
』
に
示
さ
れ
た
大
山
講
の
隆
盛
に
比
べ
、
大
山
参
詣
に
関
す
る
在
地
側
の

史
料
が
あ
ま
り
に
少
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
数
字
は
、
講
そ
の
も
の
が
重
複
し
て
い

る
か
、
配
札
す
る
権
利
の
あ
る
村
を
列
記
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
参
詣
組

織
の
実
数
で
は
な
い
と
擬
視
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
村
に
信
仰
組
織
と
し
て

の

講
は
な
く
、
御
師
の
配
札
や
勧
化
に
応
対
す
る
の
み
の
場
合
で
も
カ
ウ
ン
ト
さ
れ

て

い

る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
そ
の
応
対
の
費
用
は
村
入
用
に
よ
る
も
の
も
少
な
く

な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
一
村
で
出
羽
三
山
や
古
峰
神
社
の
講
が
重

複
す
る
場
合
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
本
埜
村
の
酒
直
卜
杭
地
区
で
は
、
同
じ
構

成
員
に
よ
る
講
が
、
大
山
、
三
峯
、
古
峰
を
年
ご
と
に
順
拝
し
て
い
る
が
、
近
世
で

も
同
様
な
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
論
す
る
。

（
2
）
大
山
御
師
増
田
家
の
近
世
檀
家
帳
か
ら
ー
i
天
保
三
年
「
軒
別
帳
」

さ
て
、
こ
の
『
開
導
記
』
で
は
、
龍
福
寺
の
あ
る
海
上
郡
岩
井
村
、
木
太
刀
を
奉

納
し
た
香
取
郡
溝
原
村
を
檀
那
場
と
し
て
い
る
大
山
御
師
と
し
て
、
増
田
源
之
進
家

を
あ
げ
て
い
る
。
増
田
家
の
檀
那
場
の
中
心
は
、
銚
子
を
中
心
と
し
た
海
上
郡
七

三

ヶ
村
、
匝
瑳
郡
二
三
ヶ
村
、
香
取
郡
二
六
ヶ
村
で
あ
り
、
東
総
で
は
最
も
檀
那
場

数
の
多
い
御
師
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
伊
勢
原
市
大
山
の
増
田
家
史
料
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
江
戸
期
の
大
山

信
仰
史
料
の
う
ち
、
年
号
が
明
記
さ
れ
、
か
つ
東
総
と
関
係
の
あ
る
も
の
は
、
天
保

三

年
（
一
八
三
二
）
十
一
月
の
『
下
総
国
十
日
市
場
村
々
軒
別
帳
』
（
以
下
「
軒
別

帳
」
と
す
る
）
一
冊
の
み
で
あ
っ
た
。
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
か
ら
、
檀
那
帳
が

五
冊

ま
と
ま
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
江
戸
御
府
内
・
相
模
国
・
常
陸
国
の
も
の

で

あ
っ
た
。
た
だ
し
、
年
号
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
追
記
の
最
終
が
明
治
二
年

（
一
八
六

九
）
の
東
総
地
域
の
檀
家
帳
が
五
冊
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
山
で
神
仏
分
離

を
推
進
し
た
権
田
直
助
が
宮
司
と
な
る
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
幕
末
期
に
、
檀
那
場

を
順
廻
し
た
記
録
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
『
壱
番
　
新
作
村
よ
り
万
力
村

迄
』
、
『
三
番
　
万
力
よ
り
平
木
村
迄
』
、
『
四
番
　
西
小
笹
村
よ
り
岩
井
村
迄
』
、
『
五

番
　
鞍
橋
村
よ
り
本
所
村
』
『
三
川
村
よ
り
行
徳
領
二
股
村
迄
　
十
五
番
終
』
と
あ

り
、
本
来
は
一
五
冊
伝
来
し
た
も
の
の
五
冊
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
（
以
下
「
廻

檀
帳
」
と
す
る
）

　
ま
ず
、
「
軒
別
帳
」
は
、
一
村
を
例
出
す
る
と
、

（史
料
3
）

　
　
　

軒
別

　
　
　
　
十

日
市
場
村

　
　
包
札
　
く
す
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
畑

　
　
杓
子

　
は
し
　
　
　
　
　
酒
屋
与
兵
衛
殿

　
　

風
呂
敷

　
　

同
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
長
左
衛
門
殿

　
　

同
　
　
　
　
　
　
　
　
勘
　
兵
　
衛
　
殿
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表2　天保3年（1832）「十日市場村々軒別帳」より

村　名 現市町 配札法 軒数
訪問
先

包札 くすり
風呂
敷 杓子 はし 大札

金銭

奉納

常夜
燈

門札 中札 備　考

1 十日市場 旭市 軒別 140 5 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 札購入

2 神宮寺 旭市 390 7 3 3 1 3 3 2 0 0 0 0 名主方泊

3 東谷 八日市場市 軒別中札くすり 14 4 4 1 4 4 1 8 1 0 0 名主方泊

4 椿 八日市場市 90 11 4 6 0 7 7 6 4 0 0 0 月番名主盆一枚

5 谷中 光町 60 4 1 1 1 1 1 o 3 0 0 o 林四郎左衛門泊

6 籠辺田 八日市場市 文政14年から軒別 60 12 1 4 0 4 3 3 4 0 0 0

7 宮本村 東庄町 登山之方へきす薬他 28 4 1 2 0 2 2 1 0 0 0 0 名主方泊

8 山崎 ？（野田市） 2 0 0 0 0 0 0 初穂2 0 2 0

9 佐倉町 佐倉市 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

10 佐倉肴町 佐倉市 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

11 佐倉鏑木 佐倉市 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

12 長沼 千葉市 軒別中札くすり 19 3 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 長沼新田8軒む

13 行徳二股 市川市 32 9 2 3 1 2 2 0 0 0 0 1

14 酒々井 酒々井町
役人不残大札家みつ
くろい大札

120 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

計 939 81 18 26 8 26 25 15 24 1 4 1

　
　

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
六
左
衛
門
殿

　
　

同
　
　
　
　
　
　
　
　
金
左
衛
門
殿

　
　
　
札

　
　
　
　
　
　
紙
屋

　
　
四

十
八
文
　
　
　
　
　
　
新
左
衛
門

　
　
荷
物
之
義
、
神
宮
寺
村
御
送
り
被
下
候
、

　
　
　
組
頭
三
人

　
　
　

〆
　
百
四
拾
軒

　
　
荷
物
之
義
　
東
谷
村
御
送
り
被
下
候
、

と
い
う
よ
う
に
、
御
師
を
受
け
入
れ
る
の
に
、
そ
の
村
の
中
心
と
な
る
家
及
び
名
主

の
名
前
、
土
産
の
種
別
、
組
頭
の
人
数
、
配
布
の
軒
数
が
書
か
れ
て
い
る
。
「
軒
別
」

と
い
う
の
は
、
一
軒
ご
と
に
配
札
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
一
覧
に
し
た
の
が
表
2
で
あ
る
。
1
～
7
の
東
総
地
域
は
地
理
的
に
集

中
し
て
い
る
が
、
他
の
半
分
は
、
距
離
を
隔
て
て
散
在
し
て
い
る
。
一
軒
ず
つ
丁
寧

に
回
る
「
軒
別
」
の
村
が
四
ヶ
所
あ
る
が
、
他
の
村
で
は
一
軒
に
置
札
を
し
て
、
配

布
は
委
託
し
て
い
る
。
両
者
の
違
い
は
何
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
「
軒
別
」

の
村
、
及
び
「
軒
別
」
で
は
な
く
と
も
、
土
産
を
何
人
も
の
村
人
に
渡
し
て
い
る
村

に

は
参
詣
講
が
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
土
産
の
内
容
は
薬
・
杓
子
・
箸
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

多
い
。
同
時
期
の
出
羽
三
山
の
御
師
は
札
の
み
で
あ
り
、
後
発
の
大
山
が
、
対
抗
措

置

と
し
て
、
房
総
で
購
入
し
て
配
布
し
た
も
の
と
考
え
る
。

　
（
3
）
大
山
御
師
増
田
源
之
進
家
の
近
世
檀
家
帳
2
ー
幕
末
期
「
廻
檀
帳
」

　
前
述
の
と
お
り
、
一
方
の
「
廻
檀
帳
」
も
ほ
ぼ
同
様
の
形
態
で
、
明
治
二
年
二

八
六

九
）
が
最
後
の
追
記
で
あ
り
、
幕
末
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

を
一
覧
表
に
ま
と
め
た
の
が
、
表
3
で
あ
る
。
地
理
的
分
布
を
分
析
す
る
た
め
に
、

記
載
さ
れ
た
地
名
を
現
在
の
香
取
郡
、
海
上
郡
、
匝
瑳
郡
の
順
に
ま
と
め
た
。

　
内
容
を
検
討
す
る
と
、
ま
ず
、
目
を
引
く
の
が
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
と
幕
末

期
の
檀
那
場
の
村
数
の
差
で
あ
る
。
表
2
の
天
保
三
年
（
］
八
三
二
）
に
十
四
ヶ
村
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で

あ
っ
た
も
の
が
表
3
の
幕
末
期
に
は
約
六
倍
の
八
五
ヶ
村
に
増
加
し
て
い
る
。

　
「
軒
数
」
は
各
村
で
の
配
札
数
を
表
す
が
、
こ
れ
も
九
三
九
軒
か
ら
三
九
五
七
軒

と
約
四
・
二
倍
で
あ
る
。
「
訪
問
先
」
は
各
村
で
人
名
が
書
か
れ
た
数
、
す
な
わ
ち
そ

の

村
で

増
田
御
師
を
受
け
入
れ
、
初
穂
を
出
し
た
家
で
あ
る
。
「
訪
問
先
」
の
家
は
、

さ
ら
に
配
札
を
請
け
負
っ
た
り
特
別
祈
願
を
し
た
り
し
た
が
、
そ
の
数
は
、
天
保
三

年
で
は
八
一
人
で
あ
っ
た
も
の
が
、
六
六
〇
人
と
約
八
・
一
倍
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
約
四
〇
年
間
で
、
増
田
家
が
檀
那
場
を
大
幅
に
拡
大
し
た
こ
と
を
示
し

て

い

る
。
天
保
三
年
の
「
軒
別
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
村
は
ほ
と
ん
ど
幕
末
の
「
廻
壇

帳
」
と
重
複
す
る
。
よ
っ
て
、
増
田
家
は
「
軒
別
帳
」
の
村
々
を
拠
点
に
檀
那
場
を

開
拓
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
前
章
（
史
料
2
）
の
と
お
り
、
米
込
村
（
干
潟

町
）
の
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
の
日
記
に
は
、
大
山
参
詣
の
際
に
増
田
家
に
世

話
に
な
っ
て
い
る
と
あ
る
の
で
、
一
二
年
後
に
は
、
近
隣
の
村
を
幾
つ
か
檀
那
場
化

し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
他
の
御
師
か
ら
の
檀
那
の
購
入
等
も
予
想
さ
れ
る
が
、

増
田
家
に
は
檀
那
場
の
譲
状
が
伝
来
し
て
い
な
い
の
で
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。

　
表
3
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
増
田
家
が
檀
那
場
の
獲
得
に
特
に
力
を
入
れ
た
の
は
、

銚
子

及
び
そ
の
近
辺
の
有
力
河
岸
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
河
岸
の
舟
運
に
よ
る
経
済
力

も
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
次

に
表
3
の
備
考
欄
を
見
て
み
る
と
、
「
宿
」
が
十
四
ヶ
村
で
確
認
で
き
る
が
名

主

方
で
宿
泊
し
た
の
は
5
5
番
の
十
日
市
場
村
だ
け
で
、
後
は
医
者
で
あ
っ
た
り
酒
屋

で

あ
っ
た
り
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
「
札
仕
入
」
が
三
ヶ
村
で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

内
の
（
史
料
2
）
と
し
て
紹
介
し
た
香
取
郡
米
込
村
で
は
「
仕
入
」
と
い
う
項
目
で
、

「包
札
弐
拾
枚
・
大
札
弐
拾
枚
・
中
札
百
拾
枚
・
火
防
開
運
拾
枚
ツ
ツ
・
杓
子
五
十

本
・
は
し
　
壱
つ
つ
み
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
米
込
村
内
で
隣
村
の
名
主

等
も
集
ま
っ
て
宴
会
が
も
た
れ
た
た
め
、
予
定
よ
り
も
多
く
配
布
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
が
書
か
れ
て
あ
り
、
米
込
村
を
出
発
す
る
に
あ
た
り
さ
ら
に
「
包
札
五
十
枚
・
大

札
二
百
枚
・
半
札
百
枚
・
切
札
五
百
枚
・
風
呂
敷
二
枚
・
手
拭
壱
ツ
・
開
運
守
火
防

守
四
十
ツ
ツ
」
を
仕
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
他
村
で
は
「
舟
札
」
「
門
札
」
「
家

内
安
全
札
」
と
な
っ
て
お
り
、
米
込
村
で
料
紙
を
仕
入
れ
適
宜
版
木
を
用
い
て
刷
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
運
送
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
当
宿
へ
着
仕
候
ハ
ハ
、
早
速
万
力
村
役
元
へ
家
来
を
遣
し
、
明
朝
新
切
重
兵

　
　
衛
殿
迄
人
足
例
年
之
通
相
頼
旨
申
遣
候
事
、
又
ハ
明
朝
入
用
仕
入
い
た
し
置
、

　
　
馬
荷
相
送
リ
候
旨
申
遣
し
候
而
も
宜
、
都
合
次
第
可
致
。

と
あ
り
、
到
着
次
第
家
来
を
遣
し
、
次
に
訪
れ
る
村
の
「
役
元
」
に
あ
ら
か
じ
め
人

足
を
依
頼
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
し
た
「
宿
」
や
他
の
特
定
の
村
人
に
、

持
参
し
た
札
の
村
内
配
布
依
頼
し
て
い
る
。
筆
者
は
か
つ
て
、
増
田
家
の
檀
那
場
で

も
あ
る
2
4
番
の
野
尻
村
（
銚
子
市
）
の
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
史
料
か
ら
、
当

時
、
利
根
川
沿
い
の
銚
子
か
ら
笹
川
に
か
け
て
の
各
村
に
は
「
売
継
」
と
い
う
役
職

が

あ
り
、
大
山
御
師
を
は
じ
め
、
村
を
定
期
的
に
訪
れ
た
民
間
宗
教
者
の
も
た
ら
す

札
を
売
り
継
ぐ
な
ど
、
村
側
の
窓
口
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
た
こ
と

　
　
（
2
8
）

が
あ
る
。
「
売
継
」
の
い
る
村
々
で
は
、
こ
う
し
た
札
は
村
入
用
で
の
購
入
で
は
な

く
、
「
売
継
」
自
身
が
村
内
で
転
売
す
る
数
だ
け
購
入
し
て
い
た
。
「
宿
」
は
、
こ
う

し
た
「
売
継
」
的
な
性
格
を
持
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
初
穂
」
に
つ
い
て
は
、
米
込
村
で
は
「
当
村
初
穂
ハ
、
村
配
札
仕
舞
次
第
又
ハ

明
朝
酒
屋
孫
右
衛
門
殿
方
江
取
集
」
と
し
諸
徳
寺
村
へ
送
っ
て
い
る
。

　

こ
の
「
初
穂
」
も
米
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
荷
物
に
な
る
た
め
か
例
え
ば
ー
～
1
5

番
及
び
6
4
番
の
村
で
集
め
た
初
穂
は
、
1
1
番
の
諸
徳
持
村
に
送
っ
て
い
る
。
諸
徳
寺

村
で

は
集
積
し
た
初
穂
は

　
　

当
村
江
七
八
ヶ
村
初
穂
集
ル
、
当
村
よ
り
井
戸
野
村
宮
前
安
右
門
衛
門
殿
方
へ

　
　
届
候
様
相
頼
、

と
あ
り
、
7
8
番
の
井
戸
野
村
に
送
っ
て
い
る
。

　

井
戸
野
村
で
は

　
　
　
　

…
村
人
足
四
軒
二
而
年
番
二
出
ル
、
送
馬
同
断
、
大
田
村
迄
（
中
略
）
自

　
　

身
ハ
鎌
数
よ
り
始
メ
五
ヶ
村
置
札
二
勤
、
大
田
村
江
出
ル
…
…

と
な
っ
て
お
り
、
四
頭
分
の
荷
物
に
な
っ
た
初
穂
は
別
便
で
6
1
番
の
大
田
村
送
り
、
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［近世・近代の東総における相模大山信仰】……菅根幸裕

表3　幕末期「廻檀帳」にみる村々

村　名 現市町村名 軒数 訪問先 備　考 初　穂 木太刀 天保3年 明治14年 明治14年時の信仰形態

1 神田村 東庄町 30 2 祈蒔札仕入 諸徳寺集 ＊

2 和田村 東庄町 4 4 軒別 諸徳寺集 ＊

3 稲荷入 東庄町 60 1 上代家 諸徳寺集 ＊

4 万力村 干潟町 100 5 元結付札 諸徳寺集

5 秋田村 干潟町 18 1 諸徳寺集

6 松沢村 干潟町 30 1 諸徳寺集 ＊ 3 札遣す

7 堀之内村 干潟町 46 1 諸徳寺集

8 米込村 干潟町 92 92 軒別杉崎方泊　札仕入 諸徳寺集 1 合同敬神講

9 溝原村 干潟町 60 15 茂左衛門方泊浄光寺東栄寺 桜井村届 ＊

10 萬歳村 干潟町 200 47 軒別　札仕入　穴沢方泊 諸徳寺集 ＊ 140 敬神講（太々講）

11 諸徳寺村 干潟町 70 3 永明寺 井戸野村へ ＊

12 入野村 干潟町 70 2 佐左衛門祈蒋 諸徳寺集 ＊ 16 合同敬神講

13 長部村 干潟町 12 2 遠藤伊兵衛　惣左衛門 諸徳寺集 ＊

14 志高村 山田町 40 2 諸徳寺集

15 古内村 山田町 20 5 諸徳寺集 ＊

16 猿田村 銚子市 45 10 大行院・宝珠院 三川村集

17 舟木台村 銚子市 20 1 三川村集 1

18 生（正）明寺村 銚子市 9 1 三川村集

19 中島村 銚子市 18 1 三川村集

20 三門村 銚子市 24 1 飯沼へ送

21 岡野台村 銚子市 35 1

22 芦崎村 銚子市 80 33 役元軒別、舟持へ大札 初穂定使集 10

23 高田村 銚子市 100 2 初穂集 72 敬神講（太々神楽講）

24 野尻村 銚子市 0 4 軒別 高田村集 12 敬神講（太々神楽講）

25 小舟木村 銚子市 30 4 高田村集

26 塚本村 銚子市 30 4 高田村集

27 忍村 銚子市 30 6 高田村集 40 敬神講

28 富川村 銚子市 30 3 高田村集 0 合同敬神講

29 東森戸村 銚子市 30 3 高田村集 39 敬神講

30 西森戸村 銚子市 18 3

31 笹本村 銚子市 23 4 「河岸場」 高田村集 16 敬神講

32 下桜井村 銚子市 40 5 高田村集 5 合同敬神講

33 宮原村 銚子市 74 7 泊り　医師石上周悦 高田村集 97 敬神講（太々神楽講）

34 余山村 銚子市 28 5 垣根村集

35 赤塚村 銚子市 40 2 垣根村集

36 四日市場村 銚子市 50 2 垣根村集 0 合同敬神講

37 高野村 銚子市 11 1 垣根村集 64 敬神講

38 垣根村 銚子市 28 6 泊りうなぎや 垣根村集 1 合同敬神講

39 松岸村 銚子市 60 4 下町軒別50軒本村置札 飯沼届け 4 問再建勧化頼み受取

40 長塚村 銚子市 50 7 泊り酒屋 飯沼届け 7 合同敬神講

41 本所（城）村 銚子市 80 2 下町軒別47軒 飯沼届け 2 問再建勧化頼み受取

42 松本村 銚子市 50 10 飯沼届け

43 鞍橋村 海上町 60 1 三川村集

44 後草村 海上町 20 1 成田村届 ＊

45 蛇園村 海上町 40 15 軒別（一部） 自村

46 見広村 海上町 40 4 三川村届 ＊

47 大間手村 海上町 14 1 三川村届 ＊

48 清瀧村 海上町 90 20 軒別（一部）名主方泊 自村 ＊

49 幾世村 海上町 75 8 龍福寺へ包札・茶 自村 ＊

50 三川村村方 飯岡町 80 11 荷物十日市場村送　泊り　軒別 自村 1 敬神講結成願い

51 三川村町方 飯岡町 200 4 自村 1 敬神講結成願い
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52 川口村 旭市 37 17 泊

53 野中村 旭市 90 6 自村

54 東足洗村 旭市 80 4 自村

55 十日市場村 旭市 209 2 軒別　泊り名主方 自村 ＊ 5 勧化願い

56 神宮寺村 旭市 140 8 泊り酒屋 自村 ＊

57 大塚村 旭市 40 4 井戸野村預

58 鎌数村 旭市 30 4 伊勢殿泊り

59 琴田村 旭市 35 4 成田村届 ＊ 11 合同敬神講

60 江ケ崎村 旭市 60 1 成田村届 ＊

61 大田村 旭市 60 60 人足14人頼み軒別　酒屋泊り ＊ 15 合同敬神講

62 成田村 旭市 69 69 蕎麦屋泊　勧化世話人伊能屋 ＊

63 網戸村 旭市 36 36 軒別 自村

64 新町村 旭市 70 4 東屋醤油蔵初祈禮 諸徳寺集 ＊ 17 合同敬神講

65 春海村新組 八日市場市 100 10 平木村集

66 春海村元組 八日市場市 60 6

67 平木川向村 八日市場市 8 4

68 平木萩野村 八日市場市 30 2 講元宝積院

69 平木村 八日市場市 200 14 2泊札仕込む

70 東谷村 八日市場市 30 13 軒別　泊り伝兵衛方　安養寺 自村 ＊

71 椿村 八日市場市 40 13 吉祥院 自村 ＊

72 篭辺田村 八日市場市 26 26 軒別 自村 ＊

73 宮本村 八日市場市 14 14 軒別 自村 ＊

74 西小笹村 八日市場市 140 16 軒別（一・部）常宝院泊り 自村 2 富士先達家

75 長谷村 八日市場市 4 4 軒別 神宮寺村預

76 東小笹村 八日市場市 100 2 神宮寺村預

77 駒込村 八日市場市 33 1 井戸野村預

78 井戸野村 八日市場市 200 44 軒別（一部）石橋方泊り 大田村送り

79 上谷中村 光町 40 11 参詣者へ大札渡す 自村 ＊

80 今泉村 野栄町 200 12 軒別（一部）小河方泊り 自村

81 鏑木村 佐倉市 1 1 軒別 自村 ＊

82 酒々井町 酒々井町 17 17 軒別講元佐野屋泊り 自村 ＊

83 長沼村 千葉市 30 1 軒別　名主方泊り 自村 ＊

84 行徳二股 市川市 46 29 軒別 自村 ＊

85 新作村 松戸市 30 4 粟ケ沢村

言f　　　　　　3957　　　　　660　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21　　　　　　11　25ヶ村582人

表4　明治14年「袖鏡帳」のみに記載の村

村　名 現市町村名 軒数 訪問先 備　考 初　穂 木太刀 天保3年 明治14年 明治14年時の信仰形態

1 夏目村 東庄町 21 敬神講（太々講）

2 松沢村 干潟町 3 札遣ス

3 飯沼新田村 銚子市 6 敬神講

4 飯沼堂之下 銚子市 3 敬神講

5 外川浦 銚子市 34 敬神講

6 川口村 銚子市 1 門再建寄付頼むが？

7 下町 銚子市 2 門再建寄付頼み受取

8 本田 銚子市 1 門再建寄付頼み受取

9 東通町 銚子市 2 門再建寄付頼み受取

10 前田町 銚子市 2 門再建寄付頼み受取

11 山中町 銚子市 2 門再建寄付頼み受取

12 東芝下 銚子市 2 門再建寄付頼み受取

13 西芝下 銚子市 2 門再建寄付頼み受取

14 西芝ヒ 銚子市 1 門再建寄付頼み受取

15 東芝上 銚子市 4 門再建寄付頼み受取
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16 袋町 銚子市 6 門再建寄付頼み受取
17 飯貝根 銚子市 40 門再建寄付頼み受取

18 新生村 銚子市 10 門再建寄付頼み受取

19 三崎村 銚子市 2 門再建寄付頼み受取

20 小浜村 銚子市 2 門再建寄付頼み受取
21 川端町 銚子市 2 敬神講

22 大橋町 銚子市 7

23 辺田本村 銚子市 8 敬神講　配札願い

24 辺田村東 銚子市 8 敬神講　配札願い

25 辺田村西 銚子市 9 敬神講　配札願い
26 親田村 銚子市 2 寄付願い

27 橋本町 銚子市 8 神殿寄付願い

28 通穀町 銚子市 2 神殿寄付願い
29 下穀町 銚子市 2 神殿寄付願い

30 正明寺村 銚子市 7 敬神講

31 舟木台村 銚子市 10 合同敬神講
32 岡野台 銚子市 1 合同敬神講
33 新生村 銚子市 ・ 合同敬神講
34 新町村 旭市 18 敬神講（太々講）

35 下永井村 飯岡町 6 門再建寄付頼み受取
36 塙本村 飯岡町 4 敬神講

37 塙新田 飯岡町 38 敬神講

38 八木村 飯岡町 6 敬神講

39 飯岡本町 飯岡町 38 敬神講

40 横根村 飯岡町 2

41 平松村 飯岡町 57 敬神講

42 常陸柳川 波崎町 31 敬神講

計 994

大

田
村
で
は
人
足
を
一
四
人
も
頼
ん
で
処
理
し
て
い
る
。
し
か
し
大
田
村
か
ら
ど
こ

へ
運
ん
だ

か

は
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
と
比
較
す
る
た
め
に
、
時
代
は
か
な
り
さ

が

る
が
、
一
例
を
あ
げ
る
と
、
昭
和
初
期
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
北
陸
白
山
麓
の
冬
期

の

物
乞
慣
行
で
は
、
物
乞
た
ち
は
、
集
ま
っ
た
米
等
を
物
乞
地
点
か
ら
離
れ
た
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

ま
っ
た
宿
に
預
け
、
換
金
し
な
が
ら
歩
い
て
い
た
。
こ
れ
を
「
追
い
担
ぎ
」
と
称
し

て

い

た
が
、
大
山
御
師
の
場
合
も
こ
う
し
た
「
追
い
担
ぎ
」
の
よ
う
な
能
率
の
良
い

運
輸

シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
て
い
た
の
で
、
廻
檀
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　

さ
て
、
表
3
・
4
の
項
目
の
中
の
「
木
太
刀
」
と
い
う
の
は
、
宝
暦
年
間
の
龍
福

寺
の
木
太
刀
に
朱
書
さ
れ
た
村
で
あ
る
が
、
表
1
の
五
六
ヶ
村
の
う
ち
一
二
ヶ
村
し

か
檀
那
場
と
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
木
太
刀
を
奉
納
し
た
講
の
中
心
は
溝
原
村
で
あ

る
が
、
溝
原
村
は
天
保
三
年
で
は
檀
那
場
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
幕
末
期
に
は
檀
那

場

に
な
っ
て
い
る
が
、
「
廻
壇
帳
」
で
は
「
宿
茂
左
衛
門
、
守
十
本
案
内
年
番
名
主

よ
り
出
ス
」
と
あ
る
だ
け
で
特
に
「
役
元
」
等
の
役
職
も
お
ら
ず
、
札
や
初
穂
の
中

継
地
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
大
山
講
の
中
心
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
訪
問
先
の
一
五
軒
の
中
に
は
常
光
寺
（
浄
光
寺
）
と
と
も
に
本
寺
の
真
言

宗
東
栄
寺
も
初
穂
を
出
し
て
い
る
。

　
そ

れ

ゆ
え
、
約
百
年
前
の
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
の
段
階
で
は
、
溝
原
村
を

中
心
と
す
る
五
六
ヶ
村
一
八
〇
名
か
ら
な
る
大
山
講
が
形
成
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ

は
幕
末
期
に
東
総
地
域
を
多
く
檀
那
場
と
し
て
い
た
大
山
御
師
増
田
源
之
進
家
と
は

関
係
が
な
く
、
不
動
明
王
が
信
仰
さ
れ
て
い
た
在
地
寺
院
の
龍
福
寺
を
媒
介
に
し
た

自
然
発
生
的
な
参
詣
講
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
宝
暦
十
三
年
二

七
六

三
）
当
時
檀
那
場
と
し
て
い
た
別
の
大
山
の
御
師
の
存
在
を
推
論
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
和
年
間
（
一
七
六
四
～
一
七
七
二
）
ま
で
の
房
総
の
檀

那
帳

は
内
房
の
み
で
あ
り
、
以
後
東
総
地
域
で
の
講
記
録
も
文
化
年
間
以
降
で
あ
る

か

ら
、
こ
の
五
六
ヶ
村
を
在
地
の
自
発
的
な
も
の
と
考
え
た
方
が
自
然
で
は
な
い
か

と
考
え
た
も
の
で
あ
る
。
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（
4
）
大
山
御
師
増
田
源
之
進
家
の
近
代
順
回
記
録
か
ら
ー
明
治
十
四
年
「
袖
鏡
帳
」

　
さ
ら
に
神
仏
分
離
後
の
講
の
実
態
と
比
較
す
る
た
め
に
、
記
載
形
式
が
同
一
で
、

明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
五
月
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
下
総
国
順
回
諸
記
録
袖
鏡

帳
』
（
以
下
「
袖
鏡
帳
」
）
の
内
容
も
表
3
の
末
尾
に
表
4
と
し
て
付
加
し
た
。
「
明

治
1
4
年
」
の
欄
に
書
か
れ
た
数
値
は
、
「
檀
廻
帳
」
の
「
訪
問
先
」
と
同
じ
初
穂
奉

納
者
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
欄
の
「
明
治
1
4
年
時
の
信
仰
形
態
」
の
欄
に
は
、
そ
の

時
ど
の
よ
う
な
講
が
組
織
さ
れ
て
い
た
か
を
箇
条
書
き
に
し
た
。
こ
れ
ら
を
集
計
す

る
と
、
幕
末
期
「
檀
廻
帳
」
の
八
五
ヶ
村
の
内
二
五
ヶ
村
し
か
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、

初
穂
も
約
一
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
五
九
二
人
で
あ
る
。
た
だ
し
「
袖
鏡
帳
」
に
初
め
て

記
載
さ
れ
た
村
が
四
二
ヶ
村
も
あ
り
、
初
穂
も
九
九
四
人
か
ら
奉
納
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
数
値
の
変
化
に
は
、
背
景
と
し
て
、
大
山
敬
神
講
へ
の
転
換
が
考
え
ら

れ

る
。
近
代
に
入
り
、
明
治
新
政
府
の
神
道
国
教
化
政
策
に
も
と
つ
く
神
仏
分
離
令

に
よ
り
、
相
模
大
山
で
も
大
山
寺
が
廃
さ
れ
、
大
山
不
動
か
ら
大
山
阿
夫
利
神
社
に

宗
教
施
設
が
統
一
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
国
学
者
権
田
直
助
が
宮
司
と
な
り
、
廃
仏
段

釈
が

徹
底
化
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
寺
坊
が
破
壊
さ
れ
た
。
同
時
に
、
各
地
の
大
山
講

を
、
新
た
に
阿
夫
利
神
社
参
詣
の
た
め
の
「
大
山
敬
神
講
社
」
と
改
め
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
を
機
会
に
御
師
は
先
導
師
と
名
称
を
変
え
た
。
増
田
家
に
は
権
田
直
助

が
制
定
し
た
敬
神
講
社
の
規
則
が
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
前
文
に
は
「
神
祇
を
崇

敬

し
先
霊
に
追
考
し
災
厄
を
未
前
に
防
き
、
幸
福
を
幽
遠
に
拓
き
朝
に
は
皇
恩
の
厚

き
を
思
ひ
夕
に
は
神
徳
の
深
き
を
お
も
ひ
」
と
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
大
山
講
が
大
山

不
動
参
詣
を
目
的
と
し
た
の
に
対
し
、
ひ
た
す
ら
神
と
天
皇
を
敬
う
た
め
の
思
想
結

社

と
規
定
し
て
い
る
。
全
文
で
一
三
ヶ
条
あ
る
規
則
も
、
参
詣
の
こ
と
は
何
も
記
載

が
な
く
、
日
常
生
活
の
心
得
が
説
か
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
大
山
そ
の
も
の
の
変
質
に
よ
っ
て
、
檀
家
側
の
信
仰
が
大
き
く
変
化
し
、

表
3
、
表
4
で
示
さ
れ
た
幕
末
期
の
檀
那
場
の
激
減
と
新
た
な
檀
那
場
の
形
成
と
い

う
事
態
を
招
い
た
と
考
え
る
。
東
総
地
域
に
多
く
の
旧
檀
那
場
を
保
有
す
る
増
田
耕

三

は
、
早
く
か
ら
権
田
宮
司
に
師
事
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
、
唯
一
神
道
思
想
に
も

と
つ
く
「
敬
神
講
」
の
普
及
に
努
力
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
普
及
活
動
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
多
く
の
近
世
以
来
の
檀
那
場
は
「
敬
神
講
」
と
な
る
こ
と
を
拒
否
し
た
と

思
わ

れ

る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
木
太
刀
を
担
ぎ
大
山
不
動
へ
参
詣
す
る
講
が
、
神
道

一
色
に
変
化
し
た
「
敬
神
講
」
へ
の
信
仰
を
拒
否
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。　

例

え
ば
、
筆
者
が
調
査
し
た
、
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
同
じ
大
山
先
導
師
の

内
海
景
弓
は
、
千
葉
郡
や
東
葛
飾
郡
、
印
旛
郡
か
ら
旧
上
総
国
の
市
原
郡
・
夷
隅
郡

で

「
敬
神
講
」
を
勧
め
て
い
る
が
、
八
六
ヶ
村
で
受
容
さ
れ
、
構
成
員
も
二
〇
一
三

名
を
獲
得
し
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
に
は
六
四
の
「
敬
神
講
」
が
大
山
参
詣
を

　
　
　
　
（
3
0
）

行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
較
す
る
と
、
増
田
先
導
師
の
場
合
は
、
必
ず
し
も
順
調
な

宗
教
活
動
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　

さ
て
、
「
袖
鏡
帳
」
に
新
た
に
記
載
さ
れ
た
地
名
を
み
て
い
る
と
、
現
在
の
銚
子

市
域
が
多
い
こ
と
が
目
に
付
く
。
や
は
り
銚
子
港
の
舟
運
に
よ
る
経
済
力
に
期
待
し

た
も
の
と
考
え
る
。
実
は
、
増
田
家
に
は
、
海
上
町
龍
福
寺
の
木
太
刀
よ
り
大
き
い

長
さ
四
五
七
・
五
セ
ン
チ
も
の
木
太
刀
が
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
に
奉
納
さ

れ
、
現
在
で
も
保
管
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
銘
文
は
、

　
　
　
（
表
）
　
阿
夫
利
神
社
広
前

　
　
　
　
　
　
　
下
総

国
海
上
郡
銚
子
町
酒
造
杜
氏

　
　

山
崎
清
七
　
　
　
　
伊
藤
庄
口
口

　
　

平
野
太
郎
右
衛
門
　
野
口
孫
兵
衛

　
　
河
内
庄
兵
衛
　
　
　
富
沢
昇
作

　
　

長
谷

川
長
治
　
　
　
田
辺
浦
次
郎

　
　
　
（
裏
）
　
明
治
二
十
五
年
七
月
二
十
七
日
納
之

と
あ
り
、
酒
造
業
者
が
納
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
銚
子
の
経
済
力
を
誇
る
巨
大
な
太

刀
で
あ
る
。

　

増
田
家
が
、
近
代
に
入
り
、
近
世
に
は
大
山
講
が
な
か
っ
た
村
に
も
積
極
的
に
布

教
し
、
「
敬
神
講
」
へ
の
加
入
を
勧
誘
し
た
こ
と
は
、
同
家
に
「
開
導
記
編
入
願
」
が
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菅根幸裕［近世・近代の東総における相模大山信仰］・

多
く
伝
来
す
る
こ
と
で
も
理
解
で
き
る
。
そ
の
中
に
一
点
以
下
の
よ
う
な
内
容
の
も

の

が
あ
る
。

（史
料
4
）

　
　
　
　

開
導
記
編
入
願

　
　
千
葉
県
東
葛
飾
郡
八
柱
村
高
塚
　
　
　
全
戸

　
　
千
葉
県
香
取
郡
栗
源
村
岩
部
　
　
　
　
全
戸

　
　
　
　

同
　
同
　
　
　
　
助
澤
　
　
　
　
廿
戸

　
　
　
右
村
々
ハ
法
華
宗
三
ア
旧
来
ヨ
リ
敬
神
之
道
薄
ク
、
大
山
ハ
勿
論
、
伊
勢
大

　
　
廟
二
至
ル
迄
参
詣
ヲ
厳
禁
之
処
、
明
治
十
七
八
年
之
頃
、
其
当
時
之
区
長
国
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
壇
力
）

　
　
之
犯
ス
可
ヵ
ラ
サ
ル
尊
キ
道
理
ヲ
悟
リ
、
中
村
弾
林
周
囲
十
八
ヶ
村
ヲ
集
合
シ
、

　
　
神
妙
ノ
道
理
ヲ
解
キ
、
敬
神
之
志
気
ヲ
起
サ
シ
メ
伊
勢
大
山
之
参
拝
講
ヲ
組
織

　
　
到
サ
シ
メ
テ
ヨ
リ
、
毎
歳
講
社
代
参
人
拙
家
二
来
リ
、
既
二
明
治
三
十
一
年
頃
当

　
　
社
下
社
新
築
之
寄
付
金
ヲ
モ
上
納
致
シ
候
関
係
上
、
私
受
持
場
二
致
候
間
、

　
　
　
開
導
記
へ
新
二
御
記
入
被
成
下
度
、
此
段
上
願
二
及
候
也
、

　
　
　
　
大
正

二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
導
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
増
田
耕
三
（
印
）

　

こ
の
岩
部
村
、
助
沢
村
（
い
ず
れ
も
香
取
郡
栗
源
町
）
は
、
近
世
以
来
い
ず
れ
も

強
固
な
禁
教
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
の
村
で
、
何
人
も
の
殉
教
者
を
出
し
て
い
る
。
明

治
九
年
（
一
九
七
六
）
不
受
布
施
派
が
公
許
に
な
る
と
近
村
に
教
会
所
を
建
て
、
や

が
て

こ
れ
を
不
受
布
施
派
寺
院
竜
華
寺
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
村

が
何
故

「敬
神
講
」
編
入
さ
れ
て
い
る
か
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
（
5
）
大
山
信
仰
と
大
原
幽
学

　
増

田
家
が
東
総
地
域
に
檀
那
場
を
拡
げ
て
い
た
時
期
、
檀
那
場
と
な
っ
た
長
部
村

に
は
大
原
幽
学
が
滞
在
し
、
東
総
地
域
に
性
理
学
を
普
及
さ
せ
て
い
た
。
幽
学
の
仕

法
は

禁

酒
・
粗
食
・
粗
衣
な
ど
多
様
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
滅
罪
寺
院
と
の
寺
檀
関
係

に
も
否
定
的
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
祈
薦
檀
那
で
あ
る
寺
院
に
つ
い
て
、
す

な
わ
ち
民
間
宗
教
者
の
応
接
に
つ
い
て
の
「
規
式
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

の

で
あ
ろ
う
か
。
幽
学
は
、
『
規
式
解
』
の
中
で
、
「
世
俗
多
く
は
、
所
以
も
無
く
、

又
取
留
め
た
る
事
も
無
く
、
唯
飾
り
来
る
数
々
を
云
い
伝
わ
り
て
、
怪
力
の
為
め
に
、

縁
起
が
吉
い
の
、
悪
ひ
の
と
、
或
は
気
を
も
み
心
を
痛
む
る
者
悉
く
多
し
」
と
、
家

例

と
し
て
の
伝
承
に
対
す
る
所
見
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
事
の
所
以
」
を
見
極

め

て
、
家
例
を
取
捨
選
択
す
べ
し
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
仇
欲
狐
は
、
身
に
崇
る

と
の
諺
あ
り
、
故
に
先
祖
よ
り
正
し
き
伝
へ
無
き
者
は
、
兎
に
も
角
に
も
諸
の
説
の

中
の
吉
を
執
り
、
是
を
心
の
法
則
と
定
め
て
規
式
す
べ
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
各
自

の
考
え
で
善
悪
を
判
断
す
べ
し
と
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
幽
学
の
思
想
を
反
映
し
た
も
の
に
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
隣
村

諸
徳
持
村
の
菅
谷
又
左
右
衛
門
の
作
成
し
た
「
年
中
定
礼
控
」
で
は
「
十
月
朔
日
こ

わ
め
し
猿
田
参
止
、
…
…
廿
日
蛭
子
講
止
」
な
ど
民
間
信
仰
の
い
く
つ
か
を
廃
止
す

　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

る
条
文
が
見
ら
れ
る
。
実
は
こ
の
諸
徳
持
村
は
、
大
山
御
師
増
田
家
が
信
仰
の
拠
点

と
し
た
村
で
、
前
章
の
よ
う
に
、
初
穂
の
中
継
地
点
と
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
『
檀

廻
帳
』
で
は
菅
谷
氏
の
名
は
見
え
ず
、
樋
口
屋
利
左
衛
門
と
永
明
寺
が
窓
口
と
な
っ

て

い

る
。
同
じ
村
役
な
が
ら
性
理
学
の
熱
心
な
信
奉
者
た
ち
は
、
や
は
り
こ
う
し
た

民

間
宗
教
者
を
応
接
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
性
理
学
の
本
拠
地
長
部
村
は
、

『檀
廻
帳
』
で
は
「
名
主
遠
藤
伊
右
衛
門
殿
、
初
穂
惣
右
衛
門
殿
、
組
頭
弐
人
、
切

り
札
廿
に
軒
」
と
あ
る
だ
け
で
、
特
に
拒
否
等
の
目
立
っ
た
記
載
は
な
い
。

　

よ
っ
て
、
『
檀
廻
帳
』
を
見
る
限
り
、
村
単
位
の
レ
ベ
ル
で
幽
学
の
影
響
は
み
ら

れ

な
い
。
1
章
で
示
し
た
米
込
村
の
あ
ま
り
に
簡
略
化
し
た
大
山
参
詣
は
看
過
で
き

な
い
が
、
両
者
を
結
ぶ
有
力
な
史
料
が
見
あ
た
ら
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
性
理
学

は

幽
学
が
没
し
、
維
新
を
迎
え
る
と
神
道
色
を
強
め
て
い
っ
た
が
、
同
じ
く
神
道
を

前
面
に
押
し
出
し
た
宗
教
活
動
を
展
開
し
た
大
山
先
導
師
増
田
耕
三
と
は
、
他
の
地

域

と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
共
鳴
し
た
ら
し
く
、
性
理
学
の
盛
ん
な
地
域
に
は
「
敬
神

講
」
が
定
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　
以

上
、
主
に
海
上
町
龍
福
寺
の
木
太
刀
を
素
材
と
し
て
、
東
総
地
域
の
近
世
・
近

代
の
大

山
信
仰
分
析
を
試
み
て
き
た
。
筆
者
の
力
量
不
足
か
ら
実
態
の
明
確
な
把
握

に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
あ
る
。
最
後
に
、
論
点
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
、

今
後
の
課
題
を
付
記
し
た
い
。

　
一
、
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
に
奉
納
さ
れ
た
木
太
刀
は
、
溝
原
村
を
中
心
と

　
　

す
る
広
範
囲
に
わ
た
る
大
山
講
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
講
の

　
　
範
囲
は
、
特
定
の
大
山
御
師
の
檀
那
場
と
み
る
よ
り
も
、
東
総
地
域
か
ら
不
動

　
　
信
仰
を
集
め
て
い
た
龍
福
寺
を
媒
介
と
す
る
在
地
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
っ

　
　

た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
確
証
を
得
る
た
め
に
は
、
在

　
　
地
の
名
主
日
記
等
か
ら
、
江
戸
後
期
の
大
山
信
仰
の
記
載
を
集
め
る
と
と
も
に
、

　
　
御
師
側
の
よ
り
詳
細
な
史
料
の
発
掘
が
必
要
で
あ
る
。

　

二
、
近
世
末
期
の
段
階
で
、
東
総
地
域
は
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
地
域
を
抜
か
し
て

　
　
新
義
真
言
宗
が
卓
越
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
遠
隔
地
参
詣
講
は
相
模
大
山

　
　
が
多
く
、
隣
接
す
る
印
旛
郡
や
東
葛
飾
郡
で
盛
ん
な
出
羽
三
山
講
の
史
料
は
地

　
　
元
で
は

見
ら
れ
な
い
。
檀
家
帳
に
記
載
さ
れ
た
配
布
物
に
つ
い
て
比
較
す
る
と
、

　
　
大

山
は
出
羽
三
山
よ
り
も
多
彩
か
つ
多
量
な
土
産
を
配
布
し
て
お
り
、
増
田
家

　
　

は
じ
め
大
山
御
師
の
こ
う
し
た
開
拓
努
力
が
広
範
囲
の
檀
那
場
獲
得
に
結
び
つ

　
　

い

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
印
旛
郡
等
で
は
大
山
と
出
羽
と
両
方
に
属
し
て
い
た

　
　

家
や
村
も
存
在
す
る
。
東
総
地
域
の
大
山
信
仰
の
寡
占
の
理
由
を
求
め
る
に
は
、

　
　
他
の
参
詣
講
と
の
檀
那
帳
や
檀
廻
帳
を
中
心
と
し
た
緻
密
な
比
較
研
究
が
必
要

　
　
で
あ
ろ
う
。

　

三
、
い
わ
ゆ
る
一
村
も
し
く
は
一
家
の
中
の
参
詣
講
の
重
複
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

　
　

御
師
側
の
活
動
に
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
受
容
す
る
檀
家
側
の
柔
軟
な
姿

　
　

勢
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
四
、
大
山
信
仰
に
対
す
る
、
大
原
幽
学
の
性
理
学
の
影
響
は
管
見
の
と
こ
ろ
見
受

　
　
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
明
治
維
新
後
神
道
化
し
た
性
理
学
と
、
大
山
阿
夫
利

　
　
神
社
宮
司
権
田
直
助
に
師
事
し
た
増
田
耕
三
の
布
教
方
針
は
一
致
し
た
た
め
か
、

　
　
性
理
学
地
域
に
は
「
敬
神
講
」
が
形
成
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。

　

五
、
し
か
し
、
他
の
地
域
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
の
檀
家
を
「
敬
神
講
」
に
再
編

　
　
成
で
き
た
の
は
二
割
に
満
た
な
か
っ
た
。
木
太
刀
奉
納
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

　
　
大
山
不
動
信
仰
の
要
素
を
失
い
、
神
道
化
し
た
教
義
を
持
つ
「
敬
神
講
」
を
受

　
　
容

出
来
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
経
済
力
の
あ
る
銚
子
市
街
を
中

　
　
心

に
「
敬
神
講
」
を
募
集
す
る
が
、
一
応
の
寄
付
は
集
ま
っ
た
も
の
の
、
実
際

　
　

に
講
社
が
結
成
さ
れ
た
の
は
近
世
の
半
数
で
あ
っ
た
。
こ
の
割
合
を
、
同
じ
大

　
　
山
先
導
師
内
海
景
弓
の
場
合
と
比
べ
る
と
募
集
は
順
調
で
は
な
か
っ
た
事
が
解

　
　
る
。

　
今
後
こ
う
し
た
史
料
分
析
を
繰
り
返
し
、
房
総
を
は
じ
め
と
し
た
近
代
に
お
け
る

大

山
信
仰
の
変
容
を
、
神
仏
分
離
以
外
に
も
要
因
を
求
め
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

註（
1
）
　
全
八
冊
　
大
山
阿
夫
利
神
社
蔵

（
2
）
有
賀
密
夫
「
大
山
門
前
町
の
研
究
－
門
前
町
の
形
成
と
御
師
の
活
動
と
檀
家
圏
ー
」
（
『
地

　
域
研
究
』
一
四
　
立
正
地
理
学
会
　
一
九
七
一
年
後
に
圭
室
文
雄
編
『
大
山
信
仰
』
雄
山

　
閣
　
一
九
九
二
年
に
所
収
）

（
3
）
　
西
垣
晴
次
「
大
山
と
そ
の
信
仰
」
（
『
郷
土
神
奈
川
』
二
二
　
神
奈
川
県
立
文
化
資
料
館

　
　
一
九
八
五
年
　
後
に
圭
室
文
雄
編
『
大
山
信
仰
』
雄
山
閣
　
一
九
九
二
年
に
所
収
）

（
4
）
　
大
山
寺
別
当
八
大
坊
宛
徳
川
家
康
黒
印
状
写
（
『
改
訂
新
編
相
州
文
書
』
第
一
巻
）

（
5
）
　
内
閣
文
庫
蔵
。
圭
室
文
雄
編
『
江
戸
幕
府
寺
院
本
末
帳
集
成
』
（
雄
山
閣
　
｝
九
七
五
年

　
所
収
）

（
6
）
　
鈴
木
宗
朔
「
修
験
者
中
山
作
太
夫
廻
国
修
行
日
記
」
（
『
く
ち
く
ま
の
』
七
四
号
　
紀
南
文

　
化
財
研
究
会
　
一
九
八
八
年
）

（
7
）
　
圭
室
文
雄
「
近
世
の
伊
勢
原
地
域
に
お
け
る
高
野
山
信
仰
」
（
『
伊
勢
原
の
歴
史
』
第
八
号
）

（
8
）
　
「
永
代
二
売
渡
シ
申
証
文
之
事
」
寛
文
五
年
八
月
二
十
四
日
　
伊
勢
原
市
大
山
　
内
海
正
志
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（
景
弓
）
家
文
書
（
『
伊
勢
原
市
史
資
料
編
　
続
大
山
』
所
収
、
以
下
同
家
文
書
は
伊
勢
原
市

　
　
史
編
纂
室
写
真
版
に
よ
る
）

（
9
）
　
「
川
向
旦
那
帳
」
延
宝
三
年
二
月
四
日
（
伊
勢
原
市
大
山
　
内
海
正
志
く
景
弓
V
家
文
書

　
　
（
『
伊
勢
原
市
史
資
料
編
　
大
山
』
　
一
九
九
二
年
所
収
）

（
1
0
）
　
『
伊
勢
原
市
史
資
料
編
　
大
山
』
所
収
　
「
檀
家
帳
等
総
目
録
」
に
よ
る
。

（
1
1
）
　
伊
勢
原
市
大
山
　
内
海
輝
雄
（
式
部
太
夫
）
家
文
書

（
1
2
）
　
「
江
戸
檀
那
覚
帳
」
宝
暦
十
年
九
月
（
伊
勢
原
市
大
山
　
内
海
正
志
〈
景
弓
〉
家
文
書
）

（
1
3
）
　
「
下
総
国
村
々
泊
覚
帳
」
安
永
七
年
十
一
月
（
伊
勢
原
市
大
山
　
内
海
輝
雄
〈
式
部
太
夫
〉

　
　
家
文
書
）
こ
の
史
料
は
廻
村
日
誌
で
あ
り
、
正
式
な
檀
家
帳
で
は
な
い
。
檀
家
帳
と
し
て
は

　
　
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
年
十
一
月
の
同
家
伝
来
「
下
総
国
行
徳
領
旦
家
帳
」
が
初
出
と
な

　
　
る
。

（
1
4
）
　
「
下
総
国
十
日
市
場
村
々
軒
別
帖
」
（
伊
勢
原
市
大
山
　
増
田
弘
（
源
之
進
）
家
文
書
）

（
1
5
）
　
田
中
官
二
　
「
相
州
大
山
講
の
御
師
と
檀
家
ー
江
戸
末
期
の
檀
廻
と
夏
山
登
山
を
め
ぐ
っ
て
」

　
　
（
『
日
本
常
民
文
化
紀
要
』
八
巻
二
号
　
一
九
八
二
年
　
圭
室
文
雄
編
『
大
山
信
仰
』
雄
山
閣

　
　
一
九
九
二
年
に
所
収
）

（
1
6
）
　
鈴
木
章
生
「
相
模
大
山
信
仰
の
成
立
と
展
開
ー
民
衆
参
詣
の
動
向
と
信
仰
圏
を
め
ぐ
っ

　
　
て
ー
」
（
「
秦
野
市
史
研
究
』
六
号
一
九
八
六
年
圭
室
文
雄
編
『
大
山
信
仰
』
雄
山
閣
　
「

　
　
九
九
二
年
に
所
収
）

（
1
7
）
　
吉
岡
清
司
「
大
山
信
仰
と
納
太
刀
」
（
『
海
上
町
史
研
究
』
一
六
号
　
一
九
八
三
年
。
後
に

　
　
圭
室
文
雄
編
『
大
山
信
仰
』
雄
山
閣
　
一
九
九
二
年
に
所
収
）

（
1
8
）
　
『
海
上
町
史
』
総
集
編
（
一
九
九
〇
年
）
「
地
区
の
歴
史
　
岩
井
村
」
、
吉
岡
清
司
「
海
上
町

　
　
の
寺
院
と
神
社
　
龍
福
寺
」
（
『
海
上
町
史
研
究
』
一
一
三
号
　
一
九
八
五
年
）
参
照
。

（
1
9
）
　
吉
岡
清
司
　
前
掲
註
（
1
7
）

（
2
0
）
　
伊
勢
原
市
大
山
　
増
田
弘
（
源
之
進
）
家
文
書

（
2
1
）
　
『
干
潟
町
史
』
（
一
九
七
五
年
）

（
2
2
）
　
干
潟
町
米
込
杉
崎
家
史
料
　
大
原
幽
学
資
料
館
所
蔵

（
2
3
）
　
拙
論
「
近
世
の
大
山
講
と
大
山
御
師
i
上
総
国
作
田
村
の
大
山
講
史
料
を
中
心
に
」
（
『
山

　
　
岳
修
験
』
一
八
　
一
九
九
六
年
）

（
2
4
）
　
御
師
は
、
神
仏
分
離
以
降
は
大
山
敬
神
講
社
を
結
成
す
る
先
導
師
と
な
っ
た
。

（
2
5
）
　
田
中
宣
一
「
明
治
初
期
に
お
け
る
大
山
講
の
分
布
」
二
日
本
常
民
文
化
紀
要
』
八
巻
二
号

　
　
　
昭
和
五
十
七
年
　
圭
室
文
雄
編
『
大
山
信
仰
』
雄
山
閣
　
一
九
九
二
年
に
所
収
）

（
2
6
）
　
『
伊
勢
原
市
史
資
料
編
　
大
山
』
解
説
（
一
九
九
二
年
）

（
2
7
）
拙
論
「
出
羽
三
山
講
」
（
『
千
葉
県
の
歴
史
』
別
編
　
民
俗
1
総
論
第
4
章
「
社
寺
と
祭

　
　
り
」
二
〇
〇
〇
年
）

（
2
8
）
　
拙
論
「
近
世
俗
聖
に
関
す
る
一
考
察
ー
時
宗
配
下
沙
弥
を
中
心
に
i
」
（
圭
室
文
雄
編
『
民

　
　
衆
宗
教
の
構
造
と
系
譜
』
雄
山
閣
　
一
九
九
五
年
）

（
2
9
）
　
拙
論
「
中
部
白
山
麓
焼
畑
住
民
の
季
節
的
放
浪
慣
行
」
三
国
立
民
族
博
物
館
研
究
報
告
』

　
　
8
巻
2
号
　
一
九
八
三
年
）

（
3
0
）
　
拙
論
「
講
と
社
寺
参
詣
」
（
『
千
葉
県
の
歴
史
』
民
俗
n
　
二
〇
〇
三
年
所
収
）

（
3
1
）
　
「
大
原
幽
学
関
係
歴
史
史
料
」
大
原
幽
学
記
念
館
所
蔵
、
同
史
料
は
『
大
原
幽
学
全
集
第
］

　
　
巻
』
（
千
葉
県
教
育
会
館
維
持
財
団
　
一
九
七
二
年
）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
で
は
国

　
　
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
有
の
大
原
幽
学
記
念
館
所
蔵
原
本
写
真
を
使
用
し
た
。

（
3
2
）
　
大
原
幽
学
記
念
館
所
蔵
　
菅
谷
家
文
書

　
本
論
を
執
筆
に
あ
た
り
、
海
上
町
龍
福
寺
の
住
職
土
川
峰
仙
師
、
伊
勢
原
市
大
山
の
増
田
弘
氏
、

干
潟
町
大
原
幽
学
記
念
館
の
鈴
木
映
里
子
氏
に
は
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
明
治

大

学
の
圭
室
文
雄
先
生
に
も
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
特
に
、
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
の
高
橋
敏
先
生
に
は
、
ご
指
導
を
い
た
だ
き
な
が
ら
筆
者
の
怠
慢
に
よ
り
、
原
稿

の
遅
延
等
で
大
変
ご
迷
惑
を
か
け
た
。
お
礼
と
と
も
に
深
く
お
詫
び
す
る
次
第
で
あ
る
。

（國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
學
日
本
史
学
科
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
三
年
五
月
二
十
三
日
受
理
、
二
〇
〇
三
年
七
月
十
八
日
審
査
終
了
）
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The　Sagami　Oyama　Faith　in　Tbso　dlldllg　the　Early　Modern　Period：Various　Issues

Surroullding　tlle　Re－organ屹a60110f　Pa㎡shioner　Association

SuGANE　YUkihiro

Sagami　Oyama　in　Isehara　City，　Kanagawa　Prefecture　was　the　center　of　a　faith　that　dates　from　ancient　times　that

had　a　great　many　followers　from　mainly　the　Kanto　region．　Considerable　work　has　been　undertaken　by

TANAKA　Sen’ichi　and　others　on　the　activities　of　the　Oyama　priests　who　contributed　to　the　dissemination　of

this面th．　In　other　words，　there　have　been　attempts　to　demonstrate　numerically　from　records　passed　down

through　the　families　of　these　priests　the　process　through　which　this　faith　prospered　at　the　end　of　the　Edo　pe－

riod，　largely　through　the　Oyama　Fudo　temple．

　　　The　object　of　this　paper　is　to　conduct　a　study　on　the　fomlation　and　development　of　the　Sagami　Oyama　faith

from　the　Edo　pe㎡od　through　to　the　6rst　half　of　the　twentieth　century　using　the　Toso　region　in　Chiba　Prefbc－

ture　as　a　model　on　the　basis　of　previous　research　and　materials　from　some　of　the　faith’s　followers．　The　method

adopted　for　this　study　first　entails　an　analysis　of　the　inscriptions　on　wooden　swords　presented　as　offerings　in

1763to　Ryufukuji　temple　in　Unakami－machi　and　related　materials，　for　examining　the　sphere　of　the　Oyama　faith

in　this　region　and　the　stnlcture　of　Oyama　associations．　This　data　is　also　matched　against　the　records　of　Oyama

priests　who　gave　the　followers　accommodation．　By　restricting　the　region皿der　investigation　and　conducting　a

comparison　of　materials　from　those　who　contributed　to　the　faith　and　those　who　accepted　the　faith　in　this　way，

the　methods　by　which　the　religious　leaders　obtained　their　f垣th　and　the　conditions　for　accepting　the　faith　on

the　part　of　the　believers　becomes　clear．　Next，　I　study　the　changes　to　the　faith　as　a　result　of　the　forced　separa－

tion　between　Shintoism　and　Buddhism，　and　the　response　of　followers　to　this　separation．　In　other　words，　mainly

through　materials　that　belonged　to　the　Oyama　priests，　I　study　the　reaction　of　the　people　in　the　Tbso　region　to

the　abolition　of　Oyama　Fudo，　where　the　wooden　swords　were　presented　as　of色dngs，　and　the　shift　to　a　uni－

lateral　focus　for　the　faith　centered　on　Abud　Shrine．

　　　These　studies　reveal　that　during　the　middle　of　the　Edo　Period　the　Oyama　faith　in　the　Toso　region　was　char－

acterized　by　a　physical　presence　mainly　centered　around　Ryufukuji　temple．　However，　at　the　end　of　the　Edo　Pe－

riod　the　enthusiastic　development　of　family　temples　following　the　danka　system（temples　supported　by　their　pa－

rishioners）by　the　Oyama　priest　MASUDA　Gennoshin　in　the　Tbso　region　resulted　in　the　forma廿on　of　Oyama

religious　associations　that　served　as　a　type　of　religious　fraternity．　However，　even　though　from　the　start　of　the

Meiji　period　the　Oyama　establishment　pursued　the　separation　of　Shinto　and　Buddhism　and　attempted　to　re－

organize　the　Oyama　Fudo　association　into　Keishin　associations　that　are　based　on　the　Shinto　religion，　it　was
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Bu‖etinl　of　the　National　Museum　of　Japanese　History

　　　　　　　　　　　　　　　　　　vot　115　　February　2004

only　about　20％successfUl　in　its　attempt　to　do　so．　Although　the　relationship　between　the　dissemination　of　the

Oyama　faith　and　the　spread　of　the　Neo－ConfUcianism　of　OHARA　YUgaku　in　the　Tbso　region　at　the　same　time　is

not　cleaちit　is　e同dent血at　Keishin　associations　were飴㎜ed　in　the　regions　where也ere　was　Neo－Con血cianism，

though　it　is　quesdonable　that　Neo－Confucianism　that　had　turned　to　Shinto仕om　the　Me巧i　period　matched　the

teachings　of　the　Keishin　associa廿ons．
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